
 
第３章 環境影響評価の項目及び調査・予測・評価の手法 

第１節 影響要因・環境要素及び環境影響評価の項目 

本事業に係る環境影響評価の項目の選定は、「長野県環境影響評価技術指針（平成10

年9月28日：長野県告示第476号）」（以下「長野指針」という。）の規定及び「道路事

業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行う

ための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省

令（平成10年6月12日：建設省令第10号）」（以下「省令指針」という。）に基づいて

行いました。 

選定にあたっては、事業特性及び地域特性を踏まえて、環境影響評価の項目を選定し

ました。 

また、選定した項目について、長野指針の別表第1における環境影響を及ぼすおそれ

がある要因（以下、「影響要因」という。）に対し、その影響を受けるおそれがあると

される環境要素について、 

 

「◎：環境影響評価を詳細に実施する項目」、 

「○：環境影響評価を標準的に実施する項目」、 

「※：一般的な保全対策で対応する項目」、  

「□：別項目で調査、予測・評価を実施する項目」、 

「無記入：環境影響評価を行わない項目」 

 

を設定しました。 

 

以下の表３.１.１（１）～（５）に選定項目の一覧を、表３.１.２に選定した影響要

因と環境要素を示します。 

環境影響評価を詳細又は標準的に実施する項目として選定した環境要素は、大気質

（環境基準項目、粉じん等）、騒音、振動、低周波音、水象、地形・地質、日照阻害、

植物、動物、生態系、景観、触れ合い活動の場、廃棄物等です。 

また、図３.１.１に項目の選定に係る保全対象位置図を示します。 
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表３.１.１（1）　環境影響評価の選定項目（青崩峠道路：長野県）
凡例）◎：環境影響評価を詳細に実施する項目　　　　　○：環境影響評価を標準的に実施する項目

　　　□：別項目で調査、予測・評価を実施する項目　　※：一般的な保全対策で対応する項目

　　　×：環境影響評価を行わない項目

項目
選定

事業特性・地域特性を踏まえた項目選定の理由
（項目を設定しない場合にあってはその理由）

　大気質 環境基準
項目

○

　対象事業実施区域に集落等の保全対象が存在し、存在・供用にお
ける「自動車交通の発生」による「大気質（二酸化窒素、浮遊粒子
状物質）」の影響が懸念されるため選定します。
　なお、工事においては一般的な保全対策で対応する環境要素とし
て選定します。一般的な保全対策の例としては、低公害型の重機を
使用するなどがあります。

　 粉じん等

○

　対象事業実施区域に集落等の保全対象が存在し、工事における
「土地造成」ほかの建設機械の稼働に係る各要素及び「運搬」によ
る「大気質（粉じん等）」の影響が懸念されるため選定します。

　 その他必
要な項目

×

　ベンゼンは、ガソリン中の含有率低減対策、排ガス規制対策、燃
料蒸散ガス規制が図られているため、選定しません。
　炭化水素（非メタン炭化水素）は、排ガス規制対策、燃料蒸散ガ
ス規制が図られているため、選定しません。
　その他、対象事業では、有害化学物質の使用、保管、生成等が想
定されないため、選定しません。

　騒音

○

　対象事業実施区域に集落等の保全対象が存在し、工事における
「土地造成」等の建設機械の稼働に係る各要素及び「運搬」、存
在・供用における「自動車交通の発生」による「騒音」の影響が懸
念されるため選定します。

　振動

○

　対象事業実施区域に集落等の保全対象が存在し、工事における
「土地造成」等の建設機械の稼働に係る各要素及び「運搬」、存
在・供用における「自動車交通の発生」による「振動」の影響が懸
念されるため選定します。

　低周波音

○

　対象事業実施区域及びその周辺には集落等の保全対象が存在し、
高架構造物の計画があることから、事業の詳細化によって存在・供
用における「低周波音」の影響が懸念される場合には選定します。
　なお、工事において発破工事を行う場合には、一般的な保全対策
で対応する環境要素として選定します。一般的な保全対策の例とし
ては、坑口への防音扉の設置等があります。

　悪臭

×

　対象事業実施区域には、悪臭を発生させる施設計画がなく、「土
地造成」等の建設機械の稼働や「自動車交通の発生」などにより著
しい悪臭を生じさせることは懸念されないため、選定しません。

環境要素の区分
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表３.１.１（2）　環境影響評価の選定項目（青崩峠道路：長野県）
凡例）◎：環境影響評価を詳細に実施する項目　　　　　○：環境影響評価を標準的に実施する項目

　　　□：別項目で調査、予測・評価を実施する項目　　※：一般的な保全対策で対応する項目

　　　×：環境影響評価を行わない項目

項目
選定

事業特性・地域特性を踏まえた項目選定の理由
（項目を設定しない場合にあってはその理由）

　水質

※

　対象事業実施区域は公共用水域を通過しますが、大規模な水底の
掘削を伴う工事計画はなく、工事等に係る一般的な保全対策で対応
するため、工事の実施における水質については、一般的対策で対応
する環境要素として選定します。

＜トンネル工事の薬液注入に対する対策の例＞
　トンネル工事の薬液注入に対する一般的な保全対策の例として
は、「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針（昭
和49年建設省）」に準拠し、排水の水質監視と排水基準に適合し
た排水を実施するなどがあります。
＜セメント固化材の六価クロムに対する対策の例＞
　セメント固化材を使用する場合の一般的な保全対策の例として
は、施工前に六価クロムの溶出試験を行い、土壌環境基準を満足
する適切な配合としています。

　 ＜杭打ち（水底の掘削）に係る濁水の流出に対する対策の例＞
　対象事業実施区域は公共用水域を通過しますが、大規模な水底
の掘削を伴う工事計画はなく、工事における「杭打ち（水底の掘
削）」）を行う場合の一般的な保全対策の例としては、締め切り
工事等があります。
＜土地造成に係る土砂の流出に対する対策の例＞
　工事における「土地造成」等による土砂の流出に対する一般的
な保全対策の例としては、降雨時の濁水流出に備え改変の規模に
応じた沈砂地等を設置するなどがあります。
＜掘削（トンネル工事）に係る汚水の流出に対する対策の例＞
　排出先河川の流量が非常に小さいため、「掘削（トンネル工
事）」に係る汚水の流出に対する一般的な保全対策の例として
は、貯水槽等にて、ＳＳ、ｐＨを監視し、十分に沈砂させるとと
もに、必要に応じて中和処理等を行って排水するなどがありま
す。
＜沢等の工事に係る汚水の流出に対する対策の例＞
　「沢等の工事」に係る汚水の流出に対する一般的な保全対策の
例としては、締め切り工区内にてコンクリートを十分乾燥させ、
締め切り板を解放する際には河川下流側のｐＨに異常が生じない
ことを確認するなどがあります。

　

　 　また、工事における「土地造成」等による土砂の流出や「コンク
リート生成」に伴う排水による「水生生物」への影響については、
「動物」の項目にて取り扱います。

環境要素の区分

　なお、「汚染土壌の掘削等」については、対象事業実施区域が天
龍ニッケル鉱山跡地を通過せず、河川を挟んで反対側に位置するこ
とから新たな汚染は発生しないと考えられ、その他の汚染源も確認
されないため、選定しません。
　対象事業では、「休憩所」等の汚水を発生させる施設計画がな
く、また道路構造はそのほとんどがトンネル構造で、明かり部の延
長はわずかであることから「路面排水」の影響は軽微であると考え
られ、「水質（生活環境項目）」への影響は懸念されないため、選
定しません。

健康項目

生活環境
項目

水生生物

底質

地下水質
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表３.１.１（3）　環境影響評価の選定項目（青崩峠道路：長野県）
凡例）◎：環境影響評価を詳細に実施する項目　　　　　○：環境影響評価を標準的に実施する項目

　　　□：別項目で調査、予測・評価を実施する項目　　※：一般的な保全対策で対応する項目

　　　×：環境影響評価を行わない項目

項目
選定

事業特性・地域特性を踏まえた項目選定の理由
（項目を設定しない場合にあってはその理由）

　水象 河川・湖
沼等

地下水

利水及び
水面利用 ○

　工事における「掘削（トンネル工事の実施）」、存在・供用にお
ける「工作物等の出現（道路（地下式）の存在）」に伴う河川及び
地下水への影響が懸念されるため、「水象」について選定します。
　工事の実施による河川への一時的な出水については、一般的な保
全対策で対応する環境要素として選定します。一般的な保全対策の
例としては、土砂流出防止柵の設置や調整池の設置等があります。
　また、湧水に依存する「注目すべき動物、植物」、「生態系」に
ついては、「動物」「植物」「生態系」の項目にて、「渓流釣り」
等については「人と自然との触れ合いの活動の場」の項目にて予
測・評価を行います。

　土壌汚
染

環境基準
項目
その他必
要な項目

×

　対象事業実施区域が天龍ニッケル鉱山跡地を通過せず、河川を挟
んで反対側に位置することから新たな汚染は発生しないと考えら
れ、その他の汚染源も確認されないため、選定しません。

　地盤沈下
×

　対象事業実施区域及びその周辺には地盤沈下を生じやすい軟弱地
盤地帯は分布しないため、選定しません。

　地形・
地質

地形、地
質

土地の安
定性

注目すべ
き地形・
地質

◎

　地形、地質は、土地の改変による直接的影響が想定されるため選
定し、対象事業実施区域には大規模な地すべり地帯である「此田地
すべり」があるため、土地の安定性について詳細に実施します。
　対象事業実施区域及びその周辺には、注目すべき地形・地質であ
る「中央構造線」への影響が懸念されるため選定します。
　土地の安定性については、「此田地すべり」を対象に安定計算等
により詳細な予測・評価を行います。

　日照阻害
◎

　「工作物等の出現（嵩上式構造物の存在）」の計画が明らかとな
り、「日照阻害」の影響が懸念される場合には選定します。

　植物 注目すべ
き個体・
集団・
種・群落

植物相

植生

土壌

植生の保
全機能

◎

　対象事業実施区域及びその周辺には注目すべき植物が生育し、シ
ダ植物等の土壌水分の変化の影響を受けやすい注目すべき植物の生
育可能性があり、対象事業実施区域には土砂流出防備保安林がある
ことから、工事及び存在・供用における「植物」への影響が懸念さ
れるため選定します。
　また、対象事業実施区域及びその周辺には、シダ植物等水文環境
の変化の影響を受けやすい特殊な環境に生育する注目すべき種・群
落の存在が想定されるため、「工作物等の出現（道路（地下式）の
存在）」に係る影響について選定します。
　なお、「工事に伴う土砂の流出」や「沢等の工事に伴う河川の水
質の変化」による「植物」への影響、また、存在・供用における
「夜間の照明等」による「植物」への影響については、一般的な保
全対策で対応します。一般的な保全対策の例としては、土砂流出防
止柵設置の設置、締め切り工区内にてコンクリートを十分乾燥させ
る、締め切り板を解放する際には河川下流側のｐＨに異常が生じな
いことを確認する、指向性照明の設置等があります。
　これらの結果を活用して「生態系」の項目の予測・評価を行いま
す。

　

環境要素の区分
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表３.１.１（4）　環境影響評価の選定項目（青崩峠道路：長野県）
凡例）◎：環境影響評価を詳細に実施する項目　　　　　○：環境影響評価を標準的に実施する項目

　　　□：別項目で調査、予測・評価を実施する項目　　※：一般的な保全対策で対応する項目

　　　×：環境影響評価を行わない項目

項目
選定

事業特性・地域特性を踏まえた項目選定の理由
（項目を設定しない場合にあってはその理由）

　動物 注目すべ
き種・個
体群

動物相

◎

　対象事業実施区域及びその周辺には猛禽類等の注目すべき動物が
生息し、工事及び存在・供用における「動物」への影響が懸念され
るため選定し、猛禽類等について詳細な調査を行います。
　また、猛禽類は、建設機械の稼働及び発破工等に伴う騒音の影響
が懸念される注目すべき種であるため、「土地造成」等の建設機械
の稼働等に係る影響について選定します。
　また、対象事業実施区域及びその周辺に、サンショウウオ類等の
地下水に依存する特殊な環境に生息する注目すべき種等の存在が想
定されるため、「工作物の出現（道路（地下式）の存在）」に係る
影響について選定します。
　なお、工事における「運搬」に伴うロードキル、「工事に伴う土
砂の流出」や「沢等の工事に伴う河川の水質の変化」による「動
物」への影響、また、存在・供用における「工作物等の出現」によ
る動物の移動経路の阻害や「夜間の照明等」による「動物」への影
響については、一般的な保全対策で対応します。一般的な保全対策
の例としては、ロードキルに留意した運搬、土砂流出防止柵設置、
締め切り工区内にてコンクリートを十分乾燥させる、締め切り板を
解放する際には河川下流側のｐＨに異常が生じないことを確認す
る、橋梁の色彩検討、指向性照明の設置等があります。
　これらの結果を活用して「生態系」の項目の予測・評価を行いま
す。

　
　生態系

◎

　対象事業実施区域及びその周辺には注目すべき種・群集が生息・
生育し、工事及び存在・供用による影響が懸念されるため選定し、
注目種による予測手法により詳細に実施します。
　また、対象事業実施区域及びその周辺に、シダ植物等の地下水の
影響を受けやすい特殊な環境あるいはサンショウウオ類等の地下水
に依存する特殊な環境に生育・生息する注目すべき種等の存在が想
定されるため、「工作物の出現（道路（地下式）の存在）」に係る
影響について選定します。
　なお、工事における「運搬」に伴うロードキル、「工事に伴う土
砂の流出」や「沢等の工事に伴う河川の水質の変化」による「生態
系」への影響、また、存在・供用における「工作物等の出現」によ
る動物（鳥類）の移動経路の阻害や「夜間の照明等」による「生態
系」への影響については、一般的な保全対策で対応します。一般的
な保全対策の例としては、ロードキルに留意した運搬、土砂流出防
止柵設置、締め切り工区内にてコンクリートを十分乾燥させる、締
め切り板を解放する際には河川下流側のｐＨに異常が生じないこと
を確認する、橋梁の色彩検討、指向性照明の設置等があります。

　
　景観 景観資

源・構成
要素

主要な景
観

○

　対象事業実施区域及びその周辺には主要な景観資源として「断
崖・岩壁（八重河内西山）」が、主要な眺望点として「青崩峠」が
存在し、存在・供用による「景観」への影響が懸念されるため選定
します。
　なお、工事中においては、景観を極力阻害しない一般的な保全対
策で対応します。一般的な保全対策の例としては、ヤードの目隠し
などがあります。

環境要素の区分
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表３.１.１（5）　環境影響評価の選定項目（青崩峠道路：長野県）
凡例）◎：環境影響評価を詳細に実施する項目　　　　　○：環境影響評価を標準的に実施する項目

　　　□：別項目で調査、予測・評価を実施する項目　　※：一般的な保全対策で対応する項目

　　　×：環境影響評価を行わない項目

項目
選定

事業特性・地域特性を踏まえた項目選定の理由
（項目を設定しない場合にあってはその理由）

　

○

　対象事業実施区域周辺には主要な人と自然との触れ合いの活動の
場である「遊歩道（青崩峠～ヒョー越峠）」、「熊伏山登山道」、
「塩の道」、「小嵐川」が存在し、対象事業実施区域は塩の道及び
小嵐川以外はトンネル構造を計画している区間であるため直接改変
しない計画ですが、存在・供用による遊歩道等へのアクセス性や渓
流釣りに対する影響が懸念されるため選定します。
　「主要な触れ合い活動の場」は自然環境の保全に係る法令等によ
り指定された地域に存在するものではありませんが、工事が比較的
長期間にわたると想定されることから、工事における影響について
も選定します。

　史跡・文化財

□

　対象事業実施区域には、飯田市史跡「青崩峠」が存在しますが、
トンネル構造が計画されている区間であり、工事及び存在・供用に
よる文化財への影響は懸念されないため、選定しません。
　また、対象事業実施区域及びその周辺（長野県側）には、周知の
埋蔵文化財は存在しません。
　なお、「地域を定めずに指定された天然記念物（動物）」につい
ては、「動物」の項目にて取り扱います。

　廃棄物
等

廃棄物
残土

○

　工事における「廃材・残土等の発生・処理」により、発生する建
設副産物を対象事業実施区域外に搬出することが想定されるため選
定します。
　なお、工事における残土運搬車に係る大気質、騒音、振動の影響
については、各項目にて実施します。また、工事における残土運搬
車に係る動物、生態系、温室効果ガスについては、各項目にて一般
的な保全対策で対応する項目としています。

　温室効果ガス等

※

　工事における「土地造成」等の建設機械の稼働等により二酸化炭
素、一酸化二窒素が発生するため、一般的な保全対策で対応する項
目として選定します（発生源対策に主眼をおくため、「樹木の伐
採」による植生の二酸化炭素吸収量の変化に係る影響要因は選定し
ません）。一般的な保全対策の例としては、低公害型の重機の使用
等があります。

　存在・供用における「自動車交通の発生」による地球環境への影
響については、広域的対策や排出源規制などにより影響の低減を図
ることとし、個別事業においては検討しません。

触れ合い活動の場

環境要素の区分
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表３．１．２　環境影響評価の選定環境要素（青崩峠道路：長野県側）

大気質 水質 水象 土壌汚染 地形・地質 植物 動物 景観 廃棄物等

　

影響要因

環
境
基
準
項
目

粉
じ
ん
等

騒
音

振
動

低
周
波
音

悪
臭

健
康
項
目

生
活
環
境
項
目

水
生
生
物

底
質

地
下
水
質

河
川
・
湖
沼
等

地
下
水

（

水
位
及
び
湧
水
量
）

利
水
及
び
水
面
利
用
等

環
境
基
準
項
目

そ
の
他
必
要
な
項
目

地
盤
沈
下

地
形

地
質

土
地
の
安
定
性

注
目
す
べ
き
地
形
・
地
質

日
照
阻
害

注
目
す
べ
き
個
体
・
集

団
・
種
・
群
落

植
物
相
、

植
生

土
壌

植
生
の
保
全
機
能
等

注
目
す
べ
き
種
、

個
体
群

動
物
相

生
態
系

景
観
資
源
・
構
成
要
素

主
要
な
景
観

触
れ
合
い
活
動
の
場

史
跡
・
文
化
財

廃
棄
物

残
土

温
室
効
果
ガ
ス
等

影響要因の選定の理由及び重点化・簡略化などの理由

・車両の運行

・ロードキル

採取 ・土取場の機械の稼働

・土取場の土地の改変

樹木の伐採 ・樹木の伐採

◎ ○ □

・地形・地質は、樹木の伐採による直接的な影響が考えられるため選定し、此田地すべり周辺の土地の安定性については詳細に実施します。
・植物、触れ合い活動の場は、樹木の伐採による直接的な影響が考えられるため選定します。
・動物、生態系は、樹木の伐採による直接的な影響が考えられるため選定し、猛禽類等の注目種について詳細に実施します。
・景観は、工事中の景観への影響を出来る限り抑制する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。

土地造成 ・機械の稼働 ・大気質（環境基準項目）は、低公害型の重機を用いるなどの一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。
・工事施工ヤード
　による土地の改変

・大気質（粉じん等）、騒音、振動は、機械の稼働による、直接的な影響が考えられるため選定します。
・水質は、土砂の流出をできる限り抑制する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。

・工事用道路
　による土地の改変

・水象は、河川への一時的な多量の出水を抑制する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。
・地形・地質は、土地の改変による直接的な影響が考えられるため選定し、此田地すべり周辺の土地の安定性については詳細に実施します。

・工事施工ヤード
　からの土砂の流出

・植物、触れ合い活動の場は、土地の改変による直接的な影響が考えられるため選定します。
・動物、生態系は、土地の改変による直接的な影響が考えられるため選定し、猛禽類等の注目種について詳細に実施します。

・工事用道路
　からの土砂の流出

・景観は、工事中の景観への影響を出来る限り抑制する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。
・温室効果ガス等は、物質の発生や使用をできる限り抑制する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。

発破工事 ・発破工事の実施
※ ※ ※ ※ □

・動物は、発破工事を行う場合には直接的な影響が考えられるため選定し、猛禽類等の注目種について詳細に実施します。
・大気質、騒音、振動、低周波音は、発破工事を行う場合には防音扉の設置などの一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。

掘削 ・機械の稼働 ・大気質（環境基準項目）は、低公害型の重機を用いるなどの一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。
・大気質（粉じん等）、騒音、振動は、防音扉の設置などの一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。
・水質は、掘削工事に伴う水質への影響に対する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。
・水象は、トンネル工事による直接的・間接的な影響が考えられるため選定します。

・トンネル工事の実施 ・地形・地質は、トンネル工事による直接的な影響が考えられるため選定し、此田地すべり周辺の土地の安定性については詳細に実施します。
・動物は、機械の稼働、トンネル工事の実施による直接的な影響が考えられるため選定し、猛禽類等の注目種について詳細に実施します。

・汚染土壌の掘削等 ・生態系は、トンネル工事による直接的な影響が考えられるため選定し、サンショウウオ類等の注目種について詳細に実施します。
・温室効果ガス等は、物質の発生や使用をできる限り抑制する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。

杭打ち ・機械の稼働 ・大気質（環境基準項目）は、低公害型の重機を用いるなどの一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。
・大気質（粉じん等）、騒音、振動は、機械の稼働による直接的な影響が考えられるため選定します。

・橋脚基礎工による
　土砂の流出

・水質、植物、生態系は、土砂の流出をできる限り抑制する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。
・水象は、河川への一時的な多量の出水を抑制する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。

・汚染底質の掘削等 ・動物は、機械の稼働による直接的な影響が考えられるため選定し、猛禽類等の注目種について詳細に実施します。
・温室効果ガス等は、物質の発生や使用をできる限り抑制する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。

工作物の工事 ・機械の稼働

※ ○ ○ ○ □ ※

・大気質（環境基準項目）は、低公害型の重機を用いるなどの一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。
・大気質（粉じん等）、騒音、振動は、機械の稼働による直接的な影響が考えられるため選定します。
・動物は、機械の稼働による直接的な影響が考えられるため選定し、猛禽類等の注目種について詳細に実施します。
・温室効果ガス等は、物質の発生や使用をできる限り抑制する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。

沢等の工事 ・機械の稼働 ・大気質（環境基準項目）は、低公害型の重機を用いるなどの一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。
・大気質（粉じん等）、騒音、振動は、機械の稼働による直接的な影響が考えられるため選定します。
・水質、植物、生態系は、締め切り工事などにより土砂の流出及び水質への影響をできる限り抑制する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定しま
す。
・水象は、河川への一時的な多量の出水を抑制する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。

・工事施工ヤード
　からの土砂の流出

・動物は、機械の稼働による直接的な影響が考えられるため選定し、猛禽類等の注目種について詳細に実施します。
・温室効果ガス等は、物質の発生や使用をできる限り抑制する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。

・機械の稼働 ・大気質（環境基準項目）は、低公害型の重機を用いるなどの一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。
・大気質（粉じん等）、騒音、振動は、機械の稼働による直接的な影響が考えられるため選定します。
・水質、植物、生態系は、コンクリートの生成による水質への影響をできる限り抑制する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。

・コンクリートの生成 ・動物は、機械の稼働による直接的な影響が考えられるため選定し、猛禽類等の注目種について詳細に実施します。
・温室効果ガス等は、物質の発生や使用をできる限り抑制する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。

廃材・残土等
の発生・処理

・残土の処理 ・トンネル掘削土等が発生するため、その分量や処理方法を検討するため廃棄物等を選定します。
　なお、残土運搬車に係る工事中の大気質、騒音、振動の影響については、「車両の運行」の項目にて実施します。動物、生態系、温室効果ガスについて
は、同項目にて一般的な保全対策で対応することとしています。

地形改変 ・計画路線敷きの改変

◎ ○ □
・地形・地質は、地形改変による直接的な影響が考えられるため選定し、此田地すべり周辺の土地の安定性については詳細に実施します。
・植物、景観、触れ合い活動の場は、地形改変による直接的な影響が考えられるため選定します。
・動物、生態系は、地形改変による直接的な影響が考えられるため選定し、猛禽類等の注目種について詳細に実施します。

樹木伐採後の
状態

・樹木伐採後の状態
◎ ○ □

・植物、景観、触れ合い活動の場は、樹木の伐採による直接的な影響が考えられるため選定します。
・動物、生態系は、樹木の伐採による直接的な影響が考えられるため選定し、猛禽類等の注目種について詳細に実施します。

工作物等の
出現

・嵩上げ式構造物の
　存在

・水象は、道路（地下式）の存在による間接的な影響が考えられるため選定します。
・地形・地質は、嵩上げ式構造物の存在による直接的な影響が考えられるため選定し、此田地すべり周辺の土地の安定性については詳細に実施します。
・日照阻害は、嵩上式構造物の計画が明らかとなり、供用後に日照阻害の影響のおそれがある場合には選定します。

・動物の移動経路の
　阻害

・道路（地下式）の
　存在

緑化 ・緑化
◎ ○ □

・植物、景観、触れ合い活動の場は、法面等の緑化による直接的な影響が考えられるため選定します。
・動物、生態系は、法面等の緑化による直接的な影響が考えられるため選定し、猛禽類等の注目種について詳細に実施します。

自動車交通の
発生

・車両の走行
○ ○ ○ ○

・大気質、騒音、振動は、自動車交通の発生による直接的な影響が考えられるため選定します。
・低周波音は、嵩上げ式構造物の計画が明らかとなり、供用後の自動車の走行による低周波音の影響のおそれがある場合には選定します。

排水 ・路面排水
・道路構造はそのほとんどがトンネル構造で、明かり部の延長はわずかであることから、路面排水の影響は軽微であると考えられるため選定しません。

夜間の照明等 ・夜間の照明等
※ ※ ※ □ ・植物、動物、生態系、景観、触れ合い活動の場は、夜間の照明による影響をできる限り抑制する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。

注1) 凡例： ◎は環境影響評価を詳細に実施する項目 ○は環境影響評価を標準的に実施する項目 □は別項目で調査、予測・評価を実施する項目 　※は一般的な保全対策で対応する項目

※ ※

□ ・植物は、工作物の出現による直接的・間接的な影響が考えられるため選定します。
・動物、生態系は、嵩上げ式構造物の存在、移動経路の阻害及び道路（地下式）の存在による直接的・間接的な影響が考えられるため選定し、猛禽類等の注
目種について詳細に実施します。
・景観、触れ合い活動の場は、嵩上げ式構造物の存在による直接的な影響が考えられるため選定します。

◎ ◎ ○

◎ ◎ ○ ○○ ◎ ○ ◎

※

○

存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響

◎ ◎ ◎ ○

◎ ◎ ○

※ ◎ ※ □

※ □ ※

コンクリート
工事・舗装工
事 ※ ○ ○ ○ ※

◎

※ ○ ○ ○ ※ ※ ※ ◎

◎ ※ □ ※

□ ※

※ ○ ○ ○ ※ ※ ※

◎ ◎

※

◎

※ ※ ※ ※ ※ ○ ◎

◎ ※ ○ □※ ◎ ◎ ◎○ ○ ○ ※

◎ ◎ ◎ ※

・土取り場は計画していないため、選定しません。

※ □ ※

・大気質（環境基準項目）は、低公害型の重機を用いるなどの一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。
・大気質（粉じん等）、騒音、振動は、工事用車両の運行による直接的な影響が考えられるため選定します。
・動物、生態系は、ロードキルの影響をできる限り抑制する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。
・温室効果ガス等は、工事車両の運行に伴い物質の発生や使用をできる限り抑制する一般的な保全対策で対応する環境要素として選定します。

○ ○ ○ ※

環境要素

工
事
に
よ
る
影
響

運搬（機材・
資材・廃材
等） ※

※
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第２節 調査・予測・評価の手法 

調査、予測及び評価の手法の選定にあたっては、事業特性及び地域特性に関する情報

を踏まえたうえで、「長野県環境影響評価技術指針（平成10年9月28日：長野県告示第

476号）」（以下「長野指針」という。）の第5の規定及び「道路事業に係る環境影響評

価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定す

るための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令（平成10年6月12

日：建設省令第10号）」（以下「省令指針」という。）に基づいて行いました。 

現地調査範囲図を図３.２.１、「主要な景観資源及び眺望点」と「人と自然の触れ合

い活動の場」において調査対象とする保全要素の分布位置を図３.２ .２に示します。 

また、調査、予測及び評価の手法の詳細を表３ .２ .１（１）～（３２）に示します。 

なお、調査については、必要に応じて既に実施した調査結果も使用します。 
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 3-14

［大気質］ 

表 ３ .２ .１ （ １ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  
調査  

調査の内容 調査の方法 調査地域及び地点 
大
気
質
（
工
事
に
よ
る
影
響
） 

①土地利用状況 
・本事業以外の発生源の
状況 

・保全対象施設等の立地
状況 

 
②気象の状況 
・風向・風速の季節別デ
ータ 

・地形的状況による逆転
層の形成の有無（既存
資料調査により配慮が
必要とされた場合に考
慮） 

 
③大気質の濃度 
・粉じん等 
 

①土地利用状況調査 
 住宅地図等の資料及び現地踏査による目
視確認を行い、土地利用状況を把握します。
あわせて、各市村への聞き取り調査等によ
り、当該地域の将来の土地利用計画及び開
発計画についても把握します。 
 
②気象の状況(風向・風速) 
 既存資料調査は、実施区域及びその周辺
の一般環境大気測定局である「飯田合同庁
舎」及び気象観測所である「南信濃地域気
象観測所」の観測結果の収集並びに当該情
報の整理・解析を行います。 
 気象の現地調査は、「地上気象観測指針」
（平成5年：気象庁）に定める方法等により
行い、気象の状況を把握します。 
 
③大気質の濃度 
 粉じん等の現地調査は、「衛生試験法
(2000年版)4.4.1.2-2)-(1)」に規定する測定方
法により、粉じん等の状況を把握します。 
 なお、測定高さは、原則として地上1.5m
とします。 
 

①調査地域 
 実施区域及び主な工事用車両
通行経路等から200m程度外側
の範囲内とします。 
 
②調査地点 
 調査地点は、以下の保全対象
近傍において、測定機材の通年
設置や地域住民の日常生活に支
障をきたさない等を考慮し、設
定します。 
 
・此田集落 
 集落があり、近傍にトンネル
坑口が存在する可能性がありま
す。 

大
気
質
（
存
在
及
び
供
用
に
よ
る
影
響
） 

①土地利用状況 
・本事業以外の発生源の
状況 

・保全対象施設等の立地
状況 

 
②気象の状況 
・風向風速の1時間値年間

データ 
・地形的状況による逆転
層の形成の有無（既存
資料調査により配慮が
必要とされた場合に考
慮） 

 
③大気質の濃度 
・二酸化窒素 
・浮遊粒子状物質 

①土地利用状況調査 
 「工事による影響」と同様の方法としま
す。 
 
②気象の状況（風向・風速） 
 「工事による影響」と同様の方法としま
す。 
 
③大気質の濃度（二酸化窒素・浮遊粒子状
物質） 
 二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の現地調

査は、｢大気汚染に係る環境基準について｣

(昭和48年環境庁告示第25号)、及び｢二酸化

窒素に係る環境基準について｣(昭和53年環

境庁告示第38号)に規定する測定方法によ

り、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の状況

を把握します。 
 測定高さは、原則として二酸化窒素は地
上1.5m、浮遊粒子状物質は地上3.0～10.0m
とします。 

①調査地域 
 「工事による影響」と同様地
域とします。 
②調査地点 
 「工事による影響」と同様地
点とします。 
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［大気質］ 

表 ３ .２ .１ （ ２ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  
調査 予測 評価  

調査期間等 予測の内容 予測の方法 評価の方法 
大
気
質
（
工
事
に
よ
る
影
響
） 

 粉じん等の
調査期間は、
季節変化を考
慮し、春夏秋
冬毎にそれぞ
れ1ヶ月の連
続測定を行い
ます。 
 
 

・粉じん等 
 

①基本的な予測手法 
 粉じん等の予測は、季節別降
下ばいじん量について、工事に
よる降下ばいじんの発生及び拡
散に関する事例の解析によって
得られた既存の経験式を用いて
行います。 
 
②予測地域及び予測地点 
 予測地域は、調査地域と同様
とします。 
 予測地点は、各工区区分毎に、
保全対象を考慮の上、工事施工
ヤードや工事用道路等の敷地境
界の地上1.5mとします。 
 
③予測対象時期 
 工事区分毎に環境影響が最大
となる時期とします。 

 粉じん等に関する基準は設定さ
れていないため、類似事例及び文
献と比較し、評価します。 
 なお、必要に応じ、予測結果を
踏まえ実行可能な範囲で行う環境
保全措置による回避又は低減の程
度について評価します。 

大
気
質
（
存
在
及
び
供
用
に
よ
る
影
響
） 

 二酸化窒素
及び浮遊粒子
状物質の調査
期間は、季節
変化を考慮
し、春夏秋冬
毎にそれぞれ
1週間の連続
測定を行いま
す。 
 
 

・二酸化窒素 
・浮遊粒子状物質 
 

①基本的な予測手法 
 二酸化窒素及び浮遊粒子状物
質の予測に用いる拡散式は、正
規型プルーム式（有風時）及び
積分型簡易パフ式（静穏時）を
用い、予測は年平均値で行いま
す。 
 またバックグラウンド濃度
は、既存資料及び現地調査結果
を勘案し、設定します。 
 
②予測地域及び予測地点 
 予測地域は、調査地域と同様
とします。 
 予測地点は、実施区域に保全
対象が存在する予測代表断面に
おいて、敷地境界の地上1.5m高
とします。 
 
③予測対象時期 
 計画交通量の発生が見込まれ
る時期（平成42年）を対象とし
ます。 
 

 二酸化窒素については、「二酸
化窒素に係る環境基準について」
（昭和53年環境庁告示第38号）、
浮遊粒子状物質については、「大
気の汚染に係る環境基準につい
て」（昭和48年環境庁告示第25号）
により比較評価します。 
 なお、必要に応じ、予測結果を
踏まえ、実行可能な範囲で行う環
境保全措置による回避又は低減の
程度について評価します。 
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［騒音］ 

表 ３ .２ .１ （ ３ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  
調査  

調査の内容 調査の方法 調査地域及び地点 
１．建設機械の
稼働 
①土地利用状
況 
・本事業以外の

発生源の状
況 

・保全対象施設
等の立地状
況 

②騒音の状況 
③地表面の状
況（草地、裸地、
芝地、舗装の状
況） 

①土地利用状況調査 
 住宅地図等の資料及び現地踏査による目視確認を行い、土
地利用状況を把握します。あわせて、各市村への聞き取り調
査等により、当該地域の将来の土地利用計画及び開発計画に
ついても把握します。 
②騒音の状況 
 現地調査による情報の収集及び当該情報の整理・解析を行
います。 
 現地調査は、騒音規制法の規定により「特定建設作業に伴
って発生する騒音の規制に関する基準」(昭和43年:厚生省･建
設省告示第1号)に定める測定方法により､下記の項目を把握
し､騒音の状況に応じて適切な値を用います｡また、道路交通
が認められる場合は､騒音測定時の通過交通量についても測
定します｡ 
・騒音レベルの最大値（Lmax）の平均値 
・90%レベルの上端値（L5） 
・等価騒音レベル（LAeq） 
・最大値の90%レンジの上端値 
 なお、測定高さは、原則として、地上1.2mの高さとします。 
③地表面の状況 
 現地踏査により地表面の種類（草地、裸地、芝地、舗装）
を調査します。 

①調査地域 
 保全対象である住居等
の施設が存在する、ある
いは将来的に立地が見込
まれる地域に配慮し、実
施区域及び敷地境界から
200m程度の範囲としま
す。 
②調査地点 
 調査地点は、以下の保
全対象を考慮し、設定し
ます。 
 
 ・此田集落 
 集落があり、近傍にト
ンネル坑口が存在する可
能性があります。 

騒
音
（
工
事
に
よ
る
影
響
） 

２．工事用車両
の運行 
①土地利用状
況 
・本事業以外の

発生源の状
況 

・保全対象施設
等の立地状
況 

②騒音の状況 
③地表面の状
況（草地、裸地、
芝地、舗装の状
況） 

①土地利用状況調査 
 「建設機械の稼働」と同様の方法とします。 
②騒音の状況 
 現地調査による情報の収集及び当該情報の整理・解析を行
います。 
現地調査は、「騒音に係る環境基準について」（平成10年：
環境庁告示第64号）に規定する測定方法により等価騒音レベ
ル（LAeq）の測定を行います。また、道路交通が認められる場
合は、騒音測定時の通過交通量についても測定します。 
 なお、測定高さは、原則として地上1.2mとします。 
③地表面の状況 
 「建設機械の稼働」と同様の方法とします。 

①調査地域 
 工事用道路の接続が想
定される既存道路の影響
範囲内において､保全対
象である住居等の施設が
存在する､あるいは将来
的に立地が見込まれる地
域に配慮し､沿道又は敷
地境界から200m程度の範
囲とします。 
②調査地点 
 調査地点は､以下の保
全対象を考慮の上､設定
します 
・此田集落 

 集落があり､工事用道
路として国道152号を利
用する計画です。 

騒
音
（
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
） 

①土地利用状
況 
・本事業以外の

発生源の状
況 

・保全対象施設
等の立地状
況 

②騒音の状況 
③地表面の状
況（草地、裸地、
芝地、舗装の状
況） 

①土地利用状況調査 
 住宅地図等の資料及び現地踏査により目視確認を行い、土
地利用状況を把握します。あわせて、 
・住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の位置 
・建物の立地密度（建物背後に予測地点を設定する場合） 
・将来の土地利用計画及び開発計画の状況（聞き取り調査） 
についても把握します。 
②騒音の状況 
 現地調査による情報の収集及び当該情報の整理・解析を行
います。 
 現地調査は、「騒音に係る環境基準について」（平成10年：
環境庁告示第64号）に規定する測定方法により等価騒音レベ
ル（LAeq）の測定を行います。また、道路交通が認められる場
合は、騒音測定時の通過交通量についても測定します。 
 なお、測定高さは、原則として、地上1.2mにおいて測定し
ます。 
③地表面の状況 
 現地踏査により地表面の種類（草地、裸地、芝地、舗装）
を調査します。 

①調査地域 
 保全対象である住居等
の施設が存在する、ある
いは将来的に立地が見込
まれる地域に配慮し、沿
道又は敷地境界から200m
程度の範囲とします。 
②調査地点 
 調査地点は、以下の保
全対象を考慮し、設定し
ます。 
・此田集落 
 集落があり、近傍にト
ンネル坑口が存在する可
能性があります。 
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［騒音］ 

表 ３ .２ .１ （ ４ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  
調査 予測 評価  

調査期間等 予測の内容 予測の方法 評価の方法 
 騒音の状況
が1年間を通じ
て平均的な状
況を呈する秋
季（9～11月）
の平日におい
て、24時間調査
を行います。 
 
 
 

・騒音レベル
90％上端値
L5（Lmax） 

①基本的な予測手法 
 予測は、作業単位を考慮した建設機械
の組み合わせ及びその数を設定し、日本
音響学会建設工事騒音予測モデル（ASJ 
CN-Model 2002）を用いて等価騒音レベ
ル（LAeq）を計算し、評価指標であるL5
（Lmax）に変換します。 
 
②予測地域及び予測地点 
 予測地域は、調査地域と同様としま
す。 
 予測地点は、各工区区分毎に、保全対
象を考慮の上、工事施工ヤードや工事に
よる改変地等の敷地境界の地上1.2mと
します。 
 
③予測対象時期 
 工事区分毎に環境影響が最も大きく
なる時期を対象とします。 

 騒音規制法に基づく「特
定建設作業に伴って発生す
る騒音の規制に関する基
準」（昭和43年：厚生省・
建設省告示第1号）と比較評
価します。 
 なお、区域のあてはめは
「準住居地域及びこの地域
に相当する地域」とみなし、
第１号区域とします。 
 必要に応じ、予測結果を
踏まえ、実行可能な範囲内
で行う環境保全措置による
回避又は低減の程度につい
て評価します。 

騒
音
（
工
事
に
よ
る
影
響
） 

 「建設機械の
稼働」と同様の
期間とします。 

・ 等価騒音 
レベル（LAeq） 

①基本的な予測方法 
 予測は、日本音響学会道路交通騒音予
測式（ASJ RTＮ-Model 2003）を用いて、
既存道路の現況騒音レベル（LAeq）に工
事車両の影響を加味し、等価騒音レベル
（LAeq）を予測します。 
 
②予測地域及び予測地点 
 予測地域は、調査地域と同様としま
す。 
 予測地点は、資材及び機械の運搬に用
いる車両の運行ルート（工事用道路）等
の敷地境界、地上1.2mとします。 
 
③予測対象時期 
 資材及び機械の運搬に用いる車両の
台数が最大になると予想される時期を
対象とします。 

 「騒音規制法第17条第1項
の規定に基づく指定区域内
における自動車騒音の限度
を定める命令」(昭和46年総
理府、厚生省令第3号)に規定
する「自動車騒音の限度」
と比較評価します。 
 この場合に、対象道路事
業実施区域及びその周辺に
対する要請限度の区域の区
分への当てはめは、「主と
して住居の用に供される地
域」と見なしb区域としま
す。 
 なお、必要に応じ、予測
結果を踏まえ、実行可能な
範囲内で行う環境保全措置
による回避又は低減の程度
について評価します。 

騒
音
（
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
） 

 騒音の状況
が1年間を通じ
て平均的な状
況を呈する秋
季（9～11月）
の平日におい
て、24時間調査
を行います。 
 
 
 

・ 等価騒音 
レベル（LAeq） 

①基本的な予測方法 
 予測は、日本音響学会道路交通騒音予
測式（ASJ RNT-Model 2003）を用いて、
等価騒音レベル（LAeq）を予測します。 
 なお、通常は断面予測を行いますが、
結果に応じて必要な場合は、平面予測も
検討します。 
 
②予測地域及び予測地点 
 予測地域は、調査地域と同様としま
す。 
 予測地点は、調査地点を考慮の上、実
施区域に保全対象が存在する予測代表
断面において、立地する保全対象施設の
窓位置を勘案して設定します。 
 
③予測対象時期 
 計画交通量の発生が見込まれる時期
（平成42年）を対象とします。 

 「騒音に係る環境基準に
ついて」(平成10年環境庁告
示第64号)に規定する「環境
基準」により比較評価しま
す。 
 この場合に、対象道路事
業実施区域及びその周辺に
対する環境基準の地域類型
への当てはめは、「主とし
て住居の用に供される地
域」と見なしB類型としま
す。 
 なお、必要に応じ、予測
結果を踏まえ、実行可能な
範囲内で行う環境保全措置
による回避又は低減の程度
について評価します。 
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［振動］ 

表 ３ .２ .１ （ ５ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  
調査  

調査の内容 調査の方法 調査地域及び地点 
１．建設機械の稼動 
①土地利用状況 
・本事業以外の発生

源の状況 
・保全対象施設等の

立地状況 
 
②振動の状況 
 
③地盤の状況（地盤
種別） 

①土地利用状況調査 
 住宅地図等の資料及び現地踏査による目視確認
を行い、土地利用状況を把握します。あわせて、各
市村への聞き取り調査等により、当該地域の将来の
土地利用計画及び開発計画についても把握します。 
②振動の状況 
 現地調査による情報の収集及び当該情報の整
理・解析を行います。現地調査は、「振動規制法施
行規則」（昭和51年：総理府令第56号）に規定する
測定方法により振動レベル80%レンジの上端値
（L10）を測定します。また、道路交通が認められる
場合は、振動測定時に通過交通量についても測定し
ます。 
③地盤の状況 
 「地形分類図」、「表層地質図」、既存地質調査
結果及び現地踏査による情報の収集並びに当該情
報の整理・解析を行います。現地調査は、地盤卓越
振動数を測定します。 

①調査地域 
 保全対象である住居等の
施設が存在する、あるいは
将来的に立地が見込まれる
地域に配慮し、実施区域及
び敷地境界から200m程度
の範囲とします。 
②調査地点 
 調査地点は、原則として、
「騒音（工事による影響）」
の「建設機械の稼働」と同
様地点とし、以下の保全対
象を考慮し、設定します。 
・此田集落 
 集落があり、近傍にトン
ネル坑口が存在する可能性
があります。 

振
動
（
工
事
に
よ
る
影
響
） 

２．工事用車両の運
行 
①土地利用状況 
・本事業以外の発生

源の状況 
・保全対象施設等の
立地状況 

 
②振動の状況 
 
③地盤の状況（地盤
種別） 

①土地利用状況調査 
 「建設機械の稼働」と同様の方法とします。 
 
②振動の状況 
 「建設機械の稼働」と同様の方法とします。 
 
③地盤の状況 
 「建設機械の稼働」と同様の方法とします。 

①調査地域 
 工事用道路の接続が想定
される既存道路の影響範囲
内において、保全対象であ
る住居等の施設が存在す
る、あるいは将来的に立地
が見込まれる地域に配慮
し、沿道又は敷地境界から
200m程度の範囲とします。 
②調査地点 
 調査地点は、原則として
以下の保全対象を考慮の
上、地点を設定します。 
・此田集落 
 集落があり、工事用道路
として国道152号を利用す
る計画です。 

振
動
（
存
在
及
び
供
用
に
よ
る
影
響
） 

①土地利用状況 
・本事業以外の発生
源の状況 

・保全対象施設等の
立地状況 

 
②振動の状況 
 
③地盤の状況（地盤
種別） 

①土地利用状況調査 
 住宅地図等の資料及び現地踏査による目視確認
を行い、土地利用状況を把握します。あわせて、各
市村への聞き取り調査等により、当該地域の将来の
土地利用計画及び開発計画についても把握します。 
 
②振動の状況 
 現地調査による情報の収集及び当該情報の整
理・解析を行います。 
 現地調査は、「振動規制法施行規則」（昭和51
年：総理府令第56号）に規定する測定方法により振
動レベル80%レンジの上端値（L10）を測定します。
また、道路交通が認められる場合は、振動測定時に
通過交通量についても測定します。 
③地盤の状況 
 「地形分類図」、「表層地質図」、既存地質調査
結果及び現地踏査による情報の収集並びに当該情
報の整理・解析を行います。 
 現地調査は、地盤卓越振動数を測定します。 
 

①調査地域 
 保全対象である住居等の
施設が存在する、あるいは
将来的に立地が見込まれる
地域に配慮し、沿道又は敷
地境界から200m程度の範
囲とします。 
 
②調査地点 
 調査地点は、原則として、
「騒音（工事による影響）」
の「建設機械の稼働」と同
様地点とし、以下の保全対
象を考慮し設定します。 
 
・此田集落 
 集落があり、近傍にトン
ネル坑口が存在する可能性
があります。 
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［振動］ 

表 ３ .２ .１ （ ６ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  
調査 予測 評価  

調査期間等 予測の内容 予測の方法 評価の方法 
・振動レベル

の80％レ
ンジの上
端値（L10） 

①基本的な予測方法 
 予測は、作業単位を考慮した建設機械
の組み合わせ及びその数を設定し、振動
の発生及び伝搬に関する事例の解析に
よって得られた既存の予測式を用いて
行います。 
 
②予測地域及び予測地点 
 予測地域は、調査地域と同様としま
す。 
 予測地点は、各工区区分毎に、保全対
象を考慮の上、工事施工ヤードや工事に
よる改変地等の敷地境界上とします。 
 
③予測対象時期 
 工事区分毎に環境影響が最も大きく
なると予想される時期を対象とします。 

 「振動規制法施行規則（昭
和51年総理府令第58号）」に
規定する「特定建設作業に係
る振動の規制基準」と比較評
価します。 
 なお、区域のあてはめは
「準住居地域及びこの地域
に相当する地域」とみなし、
第１号区域とします。 
 必要に応じ、予測結果を踏
まえ、実行可能な範囲内で行
う環境保全措置による回避
又は低減の程度について評
価します。 
 

振
動
（
工
事
に
よ
る
影
響
） 

 振動の状況が1
年間を通じて平
均的な状況を呈
する秋季（9～11
月）の平日におい
て、24時間調査を
行います。 
 また、同時実施
する地盤卓越振
動数の調査は、大
型の試験車を10
回程度単独走行
させることによ
って把握します。 
 
 
 

・振動レベル
の80％レ
ベルの上
端値（L10） 

 

①基本的な予測方法 
 予測は、振動レベルの80％レンジの上
端値（L10）を予測するための式（建設省
土木研究所提案式）を用いて行います。 
 
②予測地域及び予測地点 
 予測地域は、調査地域と同様としま
す。 
 予測地点は、資材及び機械の運搬に用
いる車両の運行ルート（工事用道路）等
の敷地境界上とします。 
 
③予測対象時期 
 資材及び機械の運搬に用いる車両の
台数が最大になると予想される時期を
対象とします。 

 「振動規制法施行規則」
（昭和51年総理府令第58号）
に規定する「道路交通振動の
要請限度」と比較評価しま
す。 
 この場合に、対象道路事業
実施区域及びその周辺に対
する要請限度の区域の区分
への当てはめは、「良好な生
活環境を保全するため、特に
静穏の保持を必要とする区
域及び住居の用に供せられ
ているため、静穏の保持を必
要とする区域」と見なし第1
種区域とします。 
 なお、必要に応じ、予測結
果を踏まえ、実行可能な範囲
内で行う環境保全措置によ
る回避又は低減の程度につ
いて評価します。 

振
動
（
存
在
及
び
供
用
に
よ
る
影
響
） 

 振動の状況が1
年間を通じて平
均的な状況を呈
する秋季（9～11
月）の平日におい
て、24時間調査を
行います。 
 また、同時実施
する地盤卓越振
動数の調査は、単
独走行する大型
車を対象に、10
台程度行います。 
 
 
 

・振動レベル
の80％レ
ベルの上
端値（L10） 

 

①基本的な予測方法 
 予測は、振動レベルの80%レンジ上端
値（L10）を予測するための式（建設省土
木研究所案式）を用いて行います。 
 
②予測地域及び予測地点 
 予測地域は、調査地域と同様としま
す。 
 予測地点は、調査地点を考慮の上、実
施区域に保全対象が存在する予測代表
断面の官民境界上とします。 
 
③予測対象時期 
 計画交通量の発生が見込まれる時期
（平成42年）を対象とします。 
 

 「振動規制法施行規則」
（昭和51年総理府令第58号）
に規定する「道路交通振動の
要請限度」と比較評価しま
す。 
 この場合に、対象道路事業
実施区域及びその周辺に対
する要請限度の区域の区分
への当てはめは、「良好な生
活環境を保全するため、特に
静穏の保持を必要とする区
域及び住居の用に供せられ
ているため、静穏の保持を必
要とする区域」と見なし第1
種区域とします。 
 なお、必要に応じ、予測結
果を踏まえ、実行可能な範囲
内で行う環境保全措置によ
る回避又は低減の程度につ
いて評価します。 
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［低周波音］ 

表 ３ .２ .１ （ ７ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  

調査  

調査の内容 調査の方法 調査地域及び地点 
低
周
波
音
（
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
） 

①土地利用状況 
・本事業以外の発生源
の状況 
・保全対象施設等の立
地状況 
 
②低周波音の状況 

 

①土地利用状況調査 
住宅地図等の資料及び現地踏査により目視確認

を行い、土地利用状況を把握します。あわせて、各
市村への聞き取り調査等により、当該地域の将来の
土地利用計画及び開発計画についても把握します。 
 
②低周波音の状況 

現地調査による情報の収集及び当該情報の整
理・解析を行います。 
現地調査は「低周波音の測定方法に関するマニュア
ル」（平成12年10月：環境庁大気保全局）に規定さ
れる測定方法により低周波音圧レベルを測定しま
す。 

①調査地域 
高架構造で通過すると

想定される区間において、
保全対象である住居や学
校等の施設が存在する、あ
るいは将来的に立地が見
込まれる地域とします。 
 
②調査地点 
調査地点は、道路構造が

高架構造になると想定さ
れる区間において、保全対
象を考慮し、設定します。 
 
 保全対象は、下記を想定
します。 

・此田集落 
 集落があり、近傍にトン
ネル坑口が存在する可能
性があります。 
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［低周波音］ 

表 ３ .２ .１ （ ８ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  

調査 予測 評価  
調査期間等 予測の内容 予測の方法 評価の方法 

低
周
波
音
（
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
） 

 低周波音の
季節変化を示
す資料は無い
ため、騒音、振
動の調査時期
にあわせて秋
季（9～11月）
において、24
時間調査を実
施します。 
 
 
 

・低周波音圧
レベル 
 
 感覚及び
睡眠への影
響、建具等の
がたつきへ
の影響、圧迫
感・振動感へ
の影響 
 

①基本的な予測方法 
 予測は、類似事例による方法
とし、既存調査結果により導か
れた予測式による方法、あるい
は類似する既存の橋梁の現地
実測調査結果から対象事業の
低周波音圧レベルを予測する
方法を用います。 
 
②予測地域及び予測地点 
 調査地域及び調査地点と同
様とします。 
 
③予測対象時期 
 計画交通量の発生が予想さ
れる時期（平成42年）を対象と
します。 
 
 
 
 
 

 低周波音に関する基準は設定されてい
ないため、以下の文献と比較評価します。 
・「低周波空気振動調査報告書」（昭和
59年12月：環境庁） 
・「低周波音全国状況調査結果報告書」
（平成14年版：環境庁） 
・「ISO7196に規定されたG特性低周波音
圧レベル」 
 
 なお、必要に応じ、予測結果を踏まえ、
実行可能な範囲内で行う環境保全措置に
よる回避又は低減の程度について評価し
ます。 
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［水象］ 

表 ３ .２ .１ （ ９ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  
調査  

調査の内容 調査の方法 調査地域及び地点 
水
象
（
工
事
に
よ
る
影
響
及
び
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
） 

①水域の利用状況 
・河川水の利用状況 
・地下水の利用状況 
・内水面漁業の状況 
・その他の水面利用の状況 
 
 
②地下水の状況 
・湧水の分布、湧水量 
・地下水位 
 

①水域の利用状況 
 文献その他資料及び聞き取り調査による情
報の収集並びに当該情報の整理・解析を行い
ます。 
 現地調査は、主にわさび田、水道水源等の
分布について調査します。 
 
②河川及び地下水の状況 
 調査は現地調査により行います。 
 現地調査は、以下の項目について行います。 
・河川の流量 
・湧水の分布、湧水量 
 既存資料や聞き取り結果及び地形・地質の
状況を踏まえ、湧水の可能性のある地域を踏
査し、湧水の平面的位置、標高を記録します。 
 湧水量は、湧出口近傍等に測定機器を設置
し、その変動を把握します。 
・地下水位 
 既存の井戸等が分布している場合は観測に
使用するほか、必要に応じ観測井を設置して
調査を行います。 

①調査地域 
 文献その他資料及び聞き
取り調査結果を基に、対象
事業により水象に対する影
響が想定される範囲を含む
地域を設定します。また、
水象の変動により影響を受
ける可能性のある動植物、
景観、触れ合いの活動の場
等の分布を考慮します。 
 
②調査地点 
 文献その他資料及び聞き
取り調査結果を基に、適切
に把握できる地点を調査区
域内に設定します。 
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［水象］ 

表 ３ .２ .１ （ １ ０ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  
調査 予測 評価  

調査期間等 予測の内容 予測の方法 評価の方法 
水
象
（
工
事
に
よ
る
影
響
及
び
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
） 

 調査期間は、以
下の点を考慮し
設定します。 
・年間を通じた状
況が把握できる
期間 

・豊水又は渇水等
の季節変動を考
慮した時期 

・ 周辺区域の取
水の状況を考
慮した時間帯 

 
 

①河川の状況 
・ 地下水の変化

による河川流
量の変化に伴
う利水及び水
面利用の変化 

 
②地下水の状況 
・ 湧水地の直接

的改変量 
・ 地下水の変化

及び湧水量の
変化に伴う利
水及び水面利
用の変化 

 

①基本的な予測方法 
直接的影響について、河川の水量及び湧

水量の変化を予測し、間接的影響について、
利水及び水面利用の変化の程度又は消滅の
有無について予測します。 
 
 直接的影響については、理論モデルによ
る計算あるいは数値シミュレーションによ
り予測し、間接的影響については、河川及
び湖沼等の流量や水深、地下水位、湧水量
等の予測結果に基づき、現在の利用状況の
解析結果等と比較することにより、支障を
生じないか否かを定性的に予測します。 
 
②予測地域及び予測地点 
 調査地域及び調査地点に準じます。 
 
③予測対象時期 
 工事期間中及び工事完了後の適切な時期
の影響が最大となる時期を設定します。 

 調査及び予測の結
果並びに環境保全措
置を行った場合にお
いてはその結果を踏
まえ、実行可能な範
囲内で行う環境保全
措置による回避又は
低減の程度について
評価します。 
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［地形・地質］ 

表 ３ .２ .１ （ １ １ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  
調査  

調査の内容 調査の方法 調査地域及び地点 
【注目すべき地形・地質】 
①注目すべき地形・地質 
②歴史的・文化的背景又
は地域住民の意識等（必
要に応じて実施） 
 

 地形・地質の調査結果、既存資料等、聞
き取りの結果を踏まえ、現地踏査により、
注目すべき地形・地質の分布図を作成しま
す。 
 また、現地調査により、位置、範囲、規
模、特性、保存状態等について把握します。 
 その他、法令等による指定の状況及び必
要に応じて、歴史･文化的背景や住民との関
わり、住民の意識等を必要に応じて把握し
ます。 

【地形】 
①地形の起伏の状態 
 
②傾斜区分等 

 地形図及び空中写真等により地形分類
図、水系図、傾斜区分図を作成します。 

【地質】 
①表層地質の区分 
 
②地質構造等 
 

 既存の地質調査結果、文献等により表層
地質図、地質横断図等を作成します。 

地
形
・
地
質
（
工
事
に
よ
る
影
響
及
び
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
） 

【土地の安定性】 
①地滑り地形及び不安定
土砂等の危険箇所 
 
②災害履歴 

 既存の地質調査結果、文献、聞き取り調
査結果等を踏まえ、空中写真判読及び現地
踏査により、地すべり地形、崩壊地形、土
石流の危険個所、活断層、その他災害危険
地形等の分布図を作成します。 

①調査地域 
 事業の実施により地形・地質
に影響を及ぼすと想定される地
域を設定します。 
 
②調査地点 
 既存資料等を参考に、調査地
域の地形区分を確認できるよう
踏査ルートを設定します。 
 土地の安定性や注目すべき地
形・地質については、災害危険
地形や注目すべき地形・地質の
分布箇所を調査地点とします。 
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［地形・地質］ 

表 ３ .２ .１ （ １ ２ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  

調査 予測 評価  
調査期間等 予測の内容 予測の方法 評価の方法 

地
形
・
地
質
（
工
事
に
よ
る
影
響
及
び
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
） 

 地形・地質の
状況は、基本的
には季節的な制
約を受けないた
め、調査効率の
良い時期としま
す。 
 自然現象につ
いては、季節的
に出現するもの
や季節変動があ
る場合には、対
象に応じた時期
を設定します。 
 
 

 直接的・間接的影響による
以下の項目に対する変化の
程度又は、消滅の有無を予測
します。 
・注目すべき地形・地質 
・地形 
・地質 
・土地の安定性 
 
 

①基本的な予測手法 
 直接的・間接的影響による変化
の程度又は消滅の有無について、
工事実施時、供用時について予測
します。 
 
□直接的影響 
 地形・地質、土地の安定性、注
目すべき地形・地質の直接的影響
については、事業計画による改変
区域図（工事のために改変する区
域を含む）を作成し、地形分類図、
水系図、傾斜区分図、表層地質図、
地質断面図、災害危険地形等分布
図、注目すべき地形・地質分布図
等の調査成果を重ね合わせ、改変
面積、割合等を算定します。その
結果により、想定される影響につ
いて検討します。 
 土地の安定性の変化について
は、地形・地質の予測結果を踏ま
え、安定計算（円弧すべり計算等）、
類似事例の解析等により予測を行
います。 
 注目すべき地形・地質等につい
ては、対象の特性に対する改変程
度の予測を行います。 
 
□間接的影響 
 注目すべき地形・地質における
周辺地形、水象の変化等に伴う間
接影響については、他の予測結果
等を踏まえ、定性的手法により行
います。 
 
②予測地域及び予測地点 
地形・地質の予測地域及び調査地

点は、調査地域及び調査地点に準じ
ます。 
 
③予測対象時期等 
 地形・地質、土地の安定性及び注
目すべき地形・地質について、工事
期間中及び工事完了後の適切な時
期の影響が最大となる時期としま
す。 

 現況調査結果、予
測結果及び環境に
対する影響緩和の
考え方を踏まえ、次
の観点から見解を
明らかにします。 
 
①ミティゲーショ
ンの観点 
 環境影響評価の
項目毎に、回避、最
小化、修正、低減に
係る保全対策を盛
り込んだ複数案に
ついて、ミティゲー
ションが図られて
いるかどうかを判
断します。 
 
②環境基準等との
整合の観点 
・法令、県市村条例 
・県環境基本計画 
・県、市村防災計画 
・開発指導等の基準 
・その他科学的知見 
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［日照阻害］ 

表 ３ .２ .１ （ １ ３ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  
調査  

調査の内容 調査の方法 調査地域及び地点 
日
照
阻
害
（
存
在
及
び
供
用
に
よ
る
影
響
） 

①土地利用状況 
・住居等の立地状況 
・周辺地域に著しい日
影の影響を及ぼす中
層建築物や構造物等
の位置 
 
②地形の状況 
・住居等の立地する土
地の高さ、傾斜等 
・周辺地域に著しい日
影の影響を及ぼす地
形の位置 

①土地利用状況調査 
 住宅地図等の資料及び現地踏査によ
る目視確認を行い、土地利用状況を把握
します。あわせて、各市村への聞き取り
調査等により、当該地域の将来の土地利
用計画及び開発計画についても把握し
ます。 
 
②地形状況調査 
 文献その他の資料による情報の収集
及び当該情報の整理・解析を行います。 
 

①調査地域 
 高架構造となる予定区間の周辺地域
において、日照阻害を及ぼすと予想され
る範囲（冬至日の午後8時から午後4時ま
での間に日陰が生じる範囲）を含む地域
とします。 
 
②調査地点 
 調査地点は、道路構造が高架構造にな
ると想定される区間において、保全対象
を考慮し、設定します。 
 
 保全対象は、下記を想定します。 
・此田集落 

 集落があり、近傍に嵩上げ構造物が存
在する可能性があります。 
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［日照阻害］ 

表 ３ .２ .１ （ １ ４ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  
調査 予測 評価  

調査期間等 予測の内容 予測の方法 評価の方法 
日
照
阻
害
（
存
在
及
び
供
用
に
よ
る
影
響
） 

 土地利用状
況及び地形の
状況は、季節
変化に依存し
ないため、適
宜調査を行い
ます。 
 なお、日陰
の調査を行う
場合は冬至日
とします。 
 
 
 

・等時間の日陰線 
 

①基本的な予測方法 
 予測は、等時間の日陰線を
描いた日陰図により行いま
す。 
 
②予測地域及び予測地点 
 予測地域は、調査地域及び
調査地点と同様とします。 
 
③予測対象時期 
 高架構造道路の設置が完
了する冬至日を対象としま
す。 
 

 「公共施設の設置に起因する
日陰により生ずる損害等にかか
る費用負担について」において
示されている別表、若しくは、
「建築基準法」第56条の2に係る
別表第4により比較評価します。 
 なお、必要に応じ、予測結果
を踏まえ、実行可能な範囲内で
行う環境保全措置による回避又
は低減の程度について評価しま
す。 
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［植物 １／２］ 

表 ３ .２ .１ （ １ ５ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  

調査  
調査の内容 調査の方法 調査地域及び地点 

【植物全般】 ①調査項目 
 植物調査は、植物相、植生、注目すべき個体、
集団、種及び群落、植生土壌、植生の保全機能
を調査対象とします。 
 
②調査の進め方 
 既存資料及び聞き取り調査結果等を参考に、
現地調査を行います。 
 注目すべき個体、集団、種及び群落の選定は、
希少性、学術上の重要性、歴史的文化的背景、
地域住民との関わりに留意して行います。 
 
③結果のまとめ 
 調査結果は、各調査方法別に適切な方法によ
り整理します。（各植物目録、植物相の概要、
現存植生図、分布図、写真等） 
 
④調査の信頼性の確保 
 調査の信頼性を確保するために、現地調査結
果について踏査ルート、調査地点、調査日時、
野帳、標本、写真、及び調査者の氏名等を整理
します。 

①調査地域 
 実施区域から片側100mの範
囲内を基本とします。 
②調査地点設定の留意点 
 調査地点は、図３.２.１に示
す踏査ルートを基本として生
態系の状況を把握できるよう
設定します。 
 また、対象事業の特性及び対
象植物の生態的特性を踏まえ、
予測及び環境保全措置の検討
に必要な情報も把握できる箇
所に設定します。 

植
物
（
工
事
に
よ
る
影
響
及
び
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
）
１
／
２ 

【注目すべき個体、
集団、種及び群落】 
①注目すべき個体、
集団、種及び群落の
状況 
 
②立地条件及び遷移
の状況等 

①目的 
 植物相調査及び植生調査の結果より、注目す
べき個体、集団、種、群落の状況等を抽出しま
す。現地調査は、対象植物の予測・評価及び保
全対策検討に必要な情報を得るために実施し
ます。 
 
②対象 
 注目すべき個体、集団は、学術的歴史的文化
的等の観点から天然記念物等に指定された植
物とします。 
 注目すべき種はレッドデータブック、地域住
民との関わり等から選定します。 
 注目すべき群落は、レッドデータブック、地
域住民との関わり等から選定します。 
 
③方法 
 現地調査により、分布位置、現存量、生育状
況、立地条件等を把握します。 
 
④結果のまとめ 
 分布位置図、分布調査結果、生息環境調査結
果、注目すべき個体等の特性表 

①分布・現存量調査調査 
 一般的な生育条件等から分
布の可能性の高い場所を想定
し、詳細な踏査を行います。 
②生育状況・立地条件の調査 
 生育環境については、対象の
特性に応じ、分布地及びその周
辺にて調査します。 
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［植物 １／２］ 

表 ３ .２ .１ （ １ ６ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  

調査 予測 評価  
調査期間等 予測の内容 予測の方法 評価の方法 

 現地調査は
春、夏、秋の3
季調査を基本と
します。 
 
 

 直接的・間接的影響による以下
の項目に対する変化の程度又は消
滅の有無を予測します。 
・注目すべき個体、集団、種及び
群落 

 （植物相、植生、植生土壌、諸
癖の保全機能の予測は、生態
系の項目にて全域を対象に実
施します。） 

 
①予測地域及び予測地点 
 予測地域は、調査地域と同様地
域とします。 
 （植物相、植生、植生土壌、諸

癖の保全機能の予測は、生態
系の項目にて全域を対象に実
施します。） 

 注目すべき種等は、それぞれの
対象の分布地を予測地点としま
す。 
 
②予測対象時期等 
 直接的影響については、原則と
して工事完了時及び保全対策の効
果が一定期間を経て植物の個体・
群落等が安定した時期とします。 
 間接的影響については、供用後、
植物の個体・群落等が安定する時
期とします。 
 

 直接的・間接的影響による
変化の程度又は消滅の有無
について、工事実施時、供用
時について予測します。 
 
①直接的影響 
 対象事業計画を重ね合わ
せることにより予測します。 
 予測条件として事業計画
による改変区域を明らかに
します。 
 
②間接的影響 
 類似例又は経験則等によ
り予測します。 
 影響要因毎に水質、水象、
地形等他の環境要素の予測
結果を踏まえ、想定される環
境条件の変化等を可能な限
り明らかにします。 
 予測条件及び調査結果を
考慮し、類似事例や学識経験
者の意見等を参考にして予
測を行います。 

 保全対策を含む予
測の結果により、環
境に対する影響緩和
の考え方を踏まえ、
次の観点から評価を
行います。 
①ミティゲーション
の観点 
 環境影響評価の項
目毎に、回避、最小
化、修正、低減、代
償に係る保全対策を
盛り込んだ複数案に
ついて、ミティゲー
ションが図られてい
るかどうかを判断し
ます。 
 
②環境基準等との整
合の観点 
・絶滅の恐れのある
種の保存の法律、
文化財保護法等に
よる保護対象植物 

・レッドデータブッ
ク等の対象植物 
・開発指導等の基準 
・その他科学的知見 

植
物
（
工
事
に
よ
る
影
響
及
び
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
）
１
／
２ 

 抽出した種等
の特性に応じて
最も確認に適す
る時期に設定し
ます。 
 
 
 

  注目すべき種等の予測は、
改変区域図とそれぞれの対
象の分布図を重ね合わせ、対
象毎に改変される分布地、改
変量、全体の現存量に占める
改変率、生育条件別の改変面
積、改変率等を算定します。 
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［植物 ２／２］ 

表 ３ .２ .１ （ １ ７ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  
調査  

調査の内容 調査の方法 調査地域及び地点 
【植物相】 
①生育種（シダ
植物・種子植物）
の把握 
②植物相の概要
把握 

①目的 
 植物相調査は、実施区域の植物相の全体像を把握し、注
目すべき個体、種の選定を適切に行うために実施します。 
 
②方法 
 生育種を記録するとともに、地域の植物相の概況を把握
します。 
 
③結果のまとめ 
 植物目録、植物相の概要、標本及び写真 
 

①調査地点 
 設定された生態系
区分が把握できるよ
うに、植物種の生育環
境を想定し、図３.２.
１に示す踏査ルート
を基本として設定し
ます。 
 基本踏査ルート以
外にも、現地調査中
に、注目すべき種や植
生を特徴づけるよう
な地域が確認された
場合には、適宜踏査ル
ートを設定します。 

【植生】 
①植生調査 
②現存植生図の
作成 
 

①目的 
 植生調査は、実施区域に現存する植物群落を識別し、そ
の分布と特性を明らかにするために実施します。 
 
②方法 
 植生は、植物社会学的手法によって、植生高、階層構造、
種数、種組成、被度、群度等を調査し、組成表、群落特性
表を作成します。 
 現存植生図の作成調査は、環境庁発行の現存植生図に基
づく凡例を用いて、空中写真の立体視から判読を行い、現
存植生図を作成します。 
 
③結果のまとめ 
 植生調査票、組成表、植生の概要、現存植生図、植生自
然度図（1/10,000）、及び写真 

①植生調査 
 植生調査地点は、概
略植生図、現地踏査結
果により、各植物群落
を代表する地点を設
定します。調査地点数
は、自然性の高さ等を
勘案して最適数を設
定します。 
②現存植生図の作成
調査 
 現存植生図の作成
調査は、各植分の相観
が把握できる踏査ル
ートを設定します。 

【植生土壌】 
①試坑断面調査 
②土壌図の作成 
 

①目的 
土壌調査は、植物の影響評価及び保全対策検討に当たっ

ての重要な基礎資料を得るために実施します。 
 
②方法 

植生、地形・地質により想定される主要な土壌区分毎に
試坑断面調査を行います。試坑断面調査は、土壌層位、層
厚、土色、腐植量、土性、石礎、水分状態、堅さ、根の分
布等の断面の形態的特性を観察・記録します。なお、調査
に当たっては、周辺植生等への影響を生じないようにする
とともに、調査後の埋め戻しを行います。 
・ 試坑断面調査は検土杖を用いて行います。 
 
③結果のまとめ 

土壌断面図、土壌図（1:25,000）、土壌分類別特性表、土
壌の概要、写真 

①調査地点 
 植生調査地点と同
様とすることを基本
とし、地形・地質の違
いに応じて調査地点
を増減します。 

植
物
（
工
事
に
よ
る
影
響
及
び
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
）
２
／
２ 

【植生保全機能
等】 
①植生の有する
保全機能等 
 

①目的 
植生保全機能等の調査は、植生が有する水源涵養、土砂

災害防止等の機能の保全を図るために実施します。 
 
②方法 

既存資料を参考に機能評価の手法を選定し、植生の有す
る保全機能を推定します。 
 
③結果のまとめ 

機能評価図等 

①調査地点 
 「植生」及び「土壌」
の調査結果に基づき、
全域に関して推定し
ます。 
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［植物 ２／２］ 

表 ３ .２ .１ （ １ ８ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  
調査 予測 評価  

調査期間等 予測の内容 予測の方法 評価の方法 
調査時期は春

夏、秋とします。 
 
地元有識者等か
ら生物季節の情
報を入手し、観察
適期に調査を実
施します。 
 
 
 

 植物相の予測は「生態系」
の項目にて取り扱います。 

 植物相の予測は「生態系」
の項目にて取り扱います。 

 植物相の評価は「生
態系」の項目にて取り
扱います。 

①植生調査 
調査時期は夏

とします。 
 

 植生の予測は「生態系」の
項目にて取り扱います。 

 植生の予測は「生態系」の
項目にて取り扱います。 

 植生の評価は「生態
系」の項目にて取り扱
います。 

①試坑断面調査 
・ 時期：植生調査

と同様時期を
基本とします。 

 
 

 植生土壌の予測は「生態系」
の項目にて取り扱います。 

 植生土壌の予測は「生態
系」の項目にて取り扱いま
す。 

 植生土壌の評価は
「生態系」の項目にて
取り扱います。 

植
物
（
工
事
に
よ
る
影
響
及
び
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
）
２
／
２ 

①植生保全機能
等 
・ 時期：植生調査

と同様時期を
基本とします。 

 

 植生保全機能等の予測は
「生態系」の項目にて取り扱
います。 
 

 植生保全機能等の予測は
「生態系」の項目にて取り扱
います。 

 植生保全機能等の
評価は「生態系」の項
目にて取り扱います。 
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［動物 １／３］ 

表 ３ .２ .１ （ １ ９ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  

調査  
調査の内容 調査の方法 調査地域及び地点 

【動物全般】 ①調査項目 
 現地調査は地域の動物相、注目すべき種及び個体群の
把握を目的とします。 
 動物相調査の項目は、哺乳類、鳥類、両生類、は虫類、
魚類、底生動物（淡水産貝類を含む）、昆虫類とします。 
 
②調査の進め方 
 既存資料又は聞き取り調査結果等を参考に、現地調査
を行います。 
 注目すべき種及び個体群の選定は、希少性、学術上の
重要性、歴史的文化的背景、地域住民との関わりに留意
して行います。 
 
③結果のまとめ 
 調査結果は、各調査方法別に適切な方法により整理し
ます。（各調査方法別の調査結果、各動物目録、分布図、
各動物相の概要、写真等） 
 
④調査の信頼性の確保 
 調査の信頼性を確保するために、現地調査結果につい
て踏査ルート、調査地点、調査日時、野帳、標本、写真、
及び調査者の氏名等を整理します。 

①調査地域 
 実施区域から片側250m
の範囲内を基本としま
す。 
 
②調査地点設定の留意点 
 調査地点は、図３.２.
１に示す踏査ルートを基
本として生態系の状況を
把握できるよう設定しま
す。 
 また、対象事業の特性
及び対象動物の生態的特
性を踏まえ、予測及び環
境保全措置の検討に必要
な情報も把握できる箇所
に設定します。 
 

動
物
（
工
事
に
よ
る
影
響
及
び
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
）
１
／
４ 

 【注目すべき種
及び個体群】 
①注目すべき種
及び個体群の状
況 

①調査目的 
 既存資料、聞き取り、現地調査等において、注目すべ
き種及び個体群の生息が確認又は予想された場合、その
生息状況を把握するための調査を実施します。 
 
②調査項目 
 分布調査として、詳細な現地調査を行い、生息数・分
布等を把握します。 
 生息調査として、営巣地、産卵地、採餌、ねぐら、利
用頻度の高い場所、保全上重要な場所、餌の分布等につ
いて詳細調査を行います。 
 
③調査方法の選定 
 主な現地調査方法は、動物相で示す通りですが、種の
生活形態によってはそれらの調査では確認されない場
合があるため、聞き取り等により、別途必要な調査方法
を適宜選定します。 
 
④結果のまとめ 
 分布位置図、分布調査結果、生息環境調査結果、注目
すべき種等の特性表 

①分布調査 
 分布調査は、一般的な
生育条件等から分布の可
能性の高い場所を想定
し、詳細な踏査を行いま
す。 
②生息環境調査 
 生息環境調査は、対象
の特性に応じ、分布地及
びその周辺について調査
します。 
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表 ３ .２ .１ （ ２ ０ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  

調査 予測 評価  
調査期間等 予測の内容 予測の方法 評価の方法 

①調査期間 
 調査期間は1年間を
原則とし、調査時期は
対象動物の生態を踏
まえて設定します。 
 
 

 直接的・間接的影響によ
る以下の項目に対する変化
の程度又は消滅の有無を予
測します。 
・注目すべき個体及び個体
群 

・（動物相：生態系の項目
で予測） 

 
①予測地域及び予測地点 
 予測地域は、調査地域と
同様地域とします。 
 
②予測対象時期等 
 直接的影響については、
原則として工事完了時及び
保全対策の効果が一定期間
を経て安定した時期としま
す。 
 間接的影響については、
工事中及び供用後としま
す。 

 直接的・間接的影響によ
る変化の程度又は消滅の有
無について、工事実施時、
供用時について予測しま
す。 
 
①直接的影響 
 対象事業計画を重ね合わ
せることにより予測しま
す。 
 予測条件として事業計画
による改変区域を明らかに
します。 
 
②間接的影響 
 類似例又は経験則等によ
り予測します。 
 影響要因毎に騒音、水質、
水象、地形、植物等他の環
境要素の予測結果を踏ま
え、想定される環境条件の
変化等を明らかにします。 
 予測条件及び調査結果を
考慮し、類似事例や学識経
験者の意見等を参考にして
予測を行います。 
 

 保全対策を含む予
測結果により、環境
に対する影響緩和の
考え方を踏まえ、次
の観点から評価を行
います。 
 
①ミティゲーション
の観点 
 環境影響評価の項
目毎に、回避、最小
化、修正、低減、代
償に係る保全対策を
盛り込んだ複数案に
ついて、ミティゲー
ションが図られてい
るかどうかを判断し
ます。 
 
②環境基準等との整
合の観点 
 絶滅の恐れのある
種の保存の法律、文
化財保護法等による
保護対象動物 
・レッドデータブッ
ク等の対象動物 

・環境基本計画等 
・その他科学的知見 
 

動
物
（
工
事
に
よ
る
影
響
及
び
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
）
１
／
４ 

①分布調査 
 対象となる動物の
分布が把握できる時
期に設定します。 
 
②生息環境調査 
 対象となる動物の
生態が把握できる時
期に設定します。 
 

  注目すべき種・個体群等
の予測は、改変区域図とそ
れぞれの種・個体群、生息
環境の分布、利用域図等を
重ね合わせ、対象毎に改変
される場所、改変量、それ
ぞれに占める改変率等を算
定します。 
 

 



 3-34

［動物 ２／３］ 

表 ３ .２ .１ （ ２ １ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  

調査  
調査の内容 調査の方法 調査地域及び地点 

動
物
（
工
事
に
よ
る
影
響
及
び
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
）
２
／
４ 

 【動物相】 
①生息種
の状況 
 
②動物相
の概況（生
息種の分
布） 

１．哺乳類 
①フィールドサイン法（哺乳類） 
 調査地域内を踏査し､フィールドサイ
ン(糞､足跡､食痕､巣等)､目視観察により
生息種を確認します。 
 
 
 
 
 
 
②トラップ法（小型哺乳類） 
 ネズミやモグラ等陸上及び河川の小
型哺乳類を対象とし､餌を付けたトラッ
プを設置し､捕獲された種を確認しま
す。 

捕獲にあたっては、鳥獣保護法等に留
意して実施ます。トラップは捕獲対象個
体の保護に配慮し、原則として箱罠式等
のトラップを用い、対象種の特性を考慮
した型式を採用します。 

 
④その他の調査手法 
 フィールドサイン法やトラップ法に
よる調査を補足する目的で、巣箱による
確認、かすみ網による捕獲やバットディ
テクターによる確認、その他自動撮影に
よる生息個体の確認を行います。 
 
 
 
 
 
 
２．鳥類 
①ラインセンサス法 
 設定したルート(1.5～2km)上を時速
1.0～2.0km程度の速さで歩きながら観察
し､鳥類を姿又は鳴き声により確認しま
す。 
 
②定点観察法 
 調査区域を見渡す調査定点を設定し､
双眼鏡や地上型望遠鏡等を用いて観察
を行い､その間に出現した鳥類を姿又は
鳴き声により確認します。 
 
③猛禽類調査 
 双眼鏡及び地上型望遠鏡等を用いて､
確認された猛禽類(トビを除く)の飛翔記
録を図に､飛翔状況を調査票に整理しま
す｡飛翔個体については､種別･出現時
刻･成幼･性別･行動詳細等を可能な限り
記録します。 
 各定点は､無線により情報交換を行い
ながら実施します。 
 猛禽類の営巣が把握された場合には､
必要に応じ地形的な条件等を考慮しな
がら営巣地確認踏査の実施を行います。 

 
①フィールドサイン調査 
 設定された生態系区分が把握できるように､
哺乳類の生息環境を想定し､図３.２.１に示す
踏査ルートを基本として踏査ルートを設定し
ます。 
 基本踏査ルート以外にも、現地調査中に､注
目すべき種や対象となる哺乳類が利用しそう
な地域が確認された場合には、適宜踏査ルート
を設定します。 
 
②トラップ法（小型哺乳類） 
 陸上及び河川の小型哺乳類の生息可能性が
高いと想定される､図３.２.１に示す地点にト
ラップを設置します。陸上の小型哺乳類につい
ては、1ヶ所20個以上のトラップを設置し、河
川の小型哺乳類については、１地区あたり５個
以上のトラップを設置します。 
・ 小嵐①地区 
・ 小嵐②地区 
 
 
④その他の調査手法 
・巣箱による確認 
図３.２.１に示す森林(針葉樹、広葉樹)､河畔

林等に1ヶ所20個以上の巣箱を設置します。 
・ かすみ網による捕獲及びバットディテクタ

ーによる確認 
 図３.２.１に示すコウモリ類の飛翔可能性が
高い地域で行います。 
・その他（自動撮影による確認） 

図３.２.１に示す哺乳類の生息の可能性が高
い地域に、設定された生態系区分毎に各6ヶ所
程度の調査地点を設置します。 
 
①ラインセンサス法 
 設定した生態系区分が把握できるように、鳥
類の生息環境を想定し、図３.２.１に示すライ
ンセンサスルートを基本として各センサスル
ートを設定します。 
 
②定点観察法 
 ラインセンサス調査において、鳥類相が豊か
で生態系を代表する地域として、地点を設定し
ます。 
 
 
③猛禽類調査 
 既存調査によって確認されている猛禽類に
ついては、行動範囲が広域なため、調査地域を
拡大します。 
 猛禽類の行動圏把握に必要な調査地点とし
て、既存の調査結果を基に、猛禽類の営巣の可
能性がある地域を把握できる箇所として、図
３.２.１に示す定点観察位置（候補）を設定し
ます。 
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表 ３ .２ .１ （ ２ ２ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  
調査 予測 評価  

調査期間等 予測の内容 予測の方法 評価の方法 
動
物
（
工
事
に
よ
る
影
響
及
び
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
）
２
／
４ 

 
①フィールドサイン法 
調査時期は、動物の活動か確認しや

すい、春、秋、冬とします。 
 
 
 
 
 
 
 
②トラップ法（小型哺乳類） 

調査時期は、繁殖期である春と、採
餌活動が活発である秋とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
③その他の調査手法 
・ヤマネ等の調査時期は、繁殖時期や
休眠に利用しやすいと考えられる時期
を考慮して、春、夏、晩秋とします。 
・コウモリ類の調査時期は、繁殖期及
び活動期を考慮して、春、夏とします。 
・その他（自動撮影）の調査時期は、
他の調査の時期にあわせて、哺乳類の
活動が活発な時期に行います。 
 
 
 
 
①ラインセンサス法、定点観察法 

調査時期は、留鳥、渡り鳥及び繁殖
鳥類を考慮して、春、夏、秋、冬に行
います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②猛禽類調査 
 定点観察調査は、猛禽類の繁殖期で
ある12月～8月までの9ヶ月間について
毎月3日間を基本として実施します。 
 調査期間は、2繁殖期を含む1.5年以上
の調査とします。 
 繁殖が確認された場合には、営巣地、
行動圏を把握するため、詳細に調査を
行います。 
 

 動物相の予測
は「生態系」の項
目にて取り扱い
ます。 

 動物相の予測
は「生態系」の項
目にて取り扱い
ます。 

 動物相の評価は「生態
系」の項目にて取り扱い
ます。 
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表 ３ .２ .１ （ ２ ３ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  

調査  
調査の内容 調査の方法 調査地域及び地点 

３．両生類、は虫類 
①捕獲確認・目視観察 
 調査地域内の沢や水田、水路、溜池等を中心
に踏査し、捕獲確認もしくは目撃により生息種
を確認します。 

なお、必要に応じて生息範囲の確認調査を実
施します。 

 
①捕獲確認・目視観察 
 設定した生態系区分が把握できるよう
に､両生類、は虫類の生息環境を想定し､
図３.２.１に示す踏査ルートを基本とし
て設定します。 
 基本踏査ルート以外にも､現地調査中
に､注目すべき種や対象となる両生類、は
虫類が生息しそうな地域が確認された場
合には、適宜踏査ルートを設定します。 
 基本踏査ルートは、主に沢、水田や水
路、森林、河川域とします。 

４．魚類 
①網等による捕獲 
 投網、タモ網等、対象とする種や水域の特性
に応じた漁具を用いて魚類を採捕し、生息種を
確認します。 
 
②河川平面及び断面図の作成 
 確認魚種の生息環境を整理するため、魚類が
確認された地点毎に河川内の概況がわかる平
面図（植生や構造物等を記載）と断面図（河床
の状況）を作成します。 
 

 
①調査地点 
 小嵐川流域とします。 

動
物
（
工
事
に
よ
る
影
響
及
び
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
）
３
／
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 【動物相】 
①生息種
の状況 
②動物相
の概況（生
息種の分
布） 

５．昆虫類 
①任意採集・直接観察 
 調査地域を踏査し、昆虫を見つけて捕まえる
「見つけ採り」又は草や木の枝の先端、花等の
上の昆虫類を捕虫ネットですくい取る「スウィ
ーピング法」による採集確認と、昆虫の目撃あ
るいは鳴き声による確認により、生息種を確認
します。 
 
 
 
②ライトトラップ 
 見通しの良い場所に白色のスクリーンを張
り、夜間その前に光源を吊して点灯し、スクリ
ーンを目がけて集まる昆虫を採集する方法等
により実施します。 
 
③ベイトトラップ 
 森林の歩行性昆虫を採取する目的で、餌を入
れたピットフォールトラップを地中に埋め、ト
ラップ内に落ちた昆虫類を採集します。 

 

 
①任意採集・直接観察 
 設定した生態系区分が把握できるよう
に、昆虫類の生息環境を想定し、図３.
２.１に示す踏査ルートを基本として設
定します。 
 基本踏査ルート以外にも、現地調査中
に、注目すべき種や対象となる昆虫類が
利用しそうな地域が確認された場合に
は、適宜踏査ルートを設定します。 
 
②ライトトラップ調査 
 ライトトラップは、昆虫が誘引しやす
いように、図３.２.１に示す森林内の開け
た場所等に設置します。 
 
 
③ベイトトラップ 
 ベイトトラップは、ライトトラップ時
に設定した地域周辺において、それぞれ1
ヶ所30個以上設置します。 
 

 

  ６．水生生物（水生昆虫類、その他底生動物） 
①任意採集 
 各調査地点において、瀬や淵、よどみ、分流
等で水生生物の定性的な採集を行い、生息種を
確認します。 

 
①調査地点の設定 
 魚類調査と同地点において、任意採集
調査を実施します。 

 

  ７．陸・淡水産貝類 
①任意採集・直接観察 
 調査地域内を踏査し､陸産貝類や淡水産貝類
を熊手やふるい、たも網を用いて定性的に探
索・採集し、生息種を確認します。 
 

①任意採集・直接観察 
 対象事業実施区域及びその周辺におい
て、陸産貝類については朽木、倒木、転
石等の分布範囲や、林床、ガレ場等にお
いて、また、淡水産貝類については水田、
水路、池、水たまり等において任意採集
調査を実施します。 
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表 ３ .２ .１ （ ２ ４ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  
調査 予測 評価  

調査期間等 予測の内容 予測の方法 評価の方法 
①捕獲確認・目視観察 
調査時期は、カエル類の産卵時期で

ある春と活動時期である夏とします。 
 なお、必要に応じ秋、冬の調査を実
施します。 
 
 

 
①網等による捕獲 

調査時期は、春、冬とします。 
 

動
物
（
工
事
に
よ
る
影
響
及
び
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
）
３
／
４ 

 
①任意採集・直接観察 
調査時期は、生息種の成虫時期等を

考慮して、春、夏、秋とします。 
 なお、必要に応じ冬の調査を実施し
ます。 
 
 
 
 
 
②ライトトラップ 
調査時期は、任意採集調査の時期と

同様に、春、夏、秋とします。 
 
 
③ベイトトラップ 
調査時期は、任意採集調査の時期と

同様に、春、夏、秋とします。 
 

 動物相の予測
は「生態系」の項
目にて取り扱い
ます。 

 動物相の予測
は「生態系」の項
目にて取り扱い
ます。 

 動物相の評価は「生態
系」の項目にて取り扱い
ます。 

 

①任意採集 
調査時期は、水生生物の成長段階を

考慮して、春、冬とします。 
 

   

 

①任意採集・直接観察 
 調査時期は、貝類の確認しやすい夏
とします。 
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表 ３ .２ .１ （ ２ ５ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  

調査  

調査の内容 調査の方法 調査地域 
及び地点 

【生態系全般】 ①調査項目 
 原則として生態系独自の現地調査等は想定せず、植物、動物その他
の調査結果を用い、これを解析することで行います。 
 植物の調査結果では、植物相、植生の調査結果を活用します。 
 動物の調査結果では、動物相の調査結果を活用します。 
②調査の進め方 
 水象、地形・地質、植生等の既存資料等を参考に、対象事業実施区
域及びその周辺を一定の環境単位で類型化し、類型区分された環境単
位に植物、動物その他の自然環境に係る調査結果を考慮することによ
り、対象事業実施区域内の生態系の区分を設定するとともに、地形・
地質、植物及び動物等の調査結果に基づき生態系の特性を推測します。 
③結果のまとめ 
 生態系区分ごとの構造、生物間の相互関係、指標種を整理すると共
に、環境単位間の相互関係を推測し、整理します。 

【構造】 
①環境単位の
構造（主な構
成種、立地、
大きさ又は遷
移の状況） 

調査方法は下記の2段階に分けて行います。 
①環境単位の区分 
 環境単位は、「自然的状況：生態系」の表で示した実施区域を特徴
付ける生態系を基に、水象、地形、植生、土壌の調査結果を組みあわ
せて設定します。 
②環境単位毎の構造 
 区分した環境単位毎に、下記の項目を整理することにより把握しま
す。 
・基礎的指標 

環境単位類型とその大きさ（面積）、立地条件等。 
・要素の状況 

環境単位毎の地形、植生、土壌、水象等。 
・構成種 
環境単位毎に実施した植物相、動物相の構成。 

・特異な小環境単位 
環境単位の中にある特異な小環境の種類や規模、水象、地形の条件、
構成している動植物等。 

・その他 
人的影響、遷移、その他構成する上で有効な事項。 

【相互関係】 
①環境単位間
又は生態系間
の相互関係 
 
②外周生態系
との相互関係 
 

調査方法は下記の3つに分けて行います。 
①生物間の相互関係 
 動植物調査の結果から環境単位の構成種として整理した種等を基
に、既存の知見や情報に基づき、食物連鎖等の生物種（群）間の相互
関係を推測し、整理します。 
②環境単位間の相互関係 
 動植物調査の結果から環境単位の構成種や個体群の行動圏等から、
環境単位の相互関係を推測し、整理します。 
③調査地域外の環境との関係 
 調査地域では完結しない広い生息空間を有する生物の生息状況に着
目し、調査範囲を超えたより広域の自然環境との関係性を整理します。 
 

生
態
系
（
工
事
に
よ
る
影
響
及
び
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
） 

 

【指標種】 
①指標種等の
状況 

 生態系における影響予測をより十分に行うために、指標種を設定し、
その指標種を中心に生物間の関係、生息・生育環境との関係を解析し
ます。調査は下記の2段階の方法で行います。 
①指標種の設定 
 構造、相互関係の結果を踏まえ、環境単位毎の生態系を把握する上
で適切な指標種を設定します。 
 抽出にあたっては、生態系の上位性、典型性、特殊性の観点から複
数抽出します。 
②指標種を中心とした調査 
 指標種を用いて、環境単位毎の生態系における影響を予測するため、
指標種の生態、他生物との関係、指標種及び関係する生物種等と生育・
生息環境との関係について把握します。 

①調査地域 
 生態系で
は、原則とし
て植物、動物
その他の自然
環境に係る調
査結果を活用
します。 
②調査地点 
 生態系で
は、原則とし
て植物、動物
その他の自然
環境に係る調
査結果を活用
します。 
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表 ３ .２ .１ （ ２ ６ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  

調査 予測 評価  

調査期間等 予測の内容 予測の方法 評価の方法 

生
態
系
（
工
事
に
よ
る
影
響
及
び
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
） 

 生態系で
は、原則と
して植物、
動物その他
の自然環境
に係る調査
結果を活用
します。 

 直接的・間接的影
響による以下の予
測項目に対する変
化の程度又は消滅
の有無を予測しま
す。 
・構造（地形・植生・

土壌・水象等、植
物相・動物相） 

・相互関係 
 指標種を用い
ない予測（概略的
予測を行う場合） 
 指標種による
予測（重点的予測
を行う場合） 

 
①予測地域及び予
測地点 
 予測地域及び地
点は、植物、動物の
調査地域及び地点
と同様とします。 
 
②予測対象時期等 
 予測時期は、植
物、動物と同様時期
とします。 
 

 直接的・間接的影響による変化の程度又は消
滅の有無について、工事実施時、供用時につい
て予測します。 
 予測は、可能な限り定量的な予測を行うよう
努めます。 
 
①直接的影響 
 予測条件として事業計画による改変区域を
明らかにします。 
 
 植物相の予測は、改変区域の植生、地形等の
状況及び植物相の特性から、特定の種群が著し
く減少するか等、植物相全体としての変化の可
能性を定性的に記述します。 
 
 植生の予測は、改変区域図と現存植生図及び
植生自然度図を重ね合わせ、群落別、植生自然
度別の改変面積、改変率を算定します。 
 
 植生土壌の予測は、改変区分図と土壌図を重
ね合わせ、土壌区分別の改変面積、改変率、改
変量等を算定します。 
 
 植生保全機能等の予測は、改変区域図と各種
機能別の機能評価図等を重ね合わせ、機能別の
評価区分別改変面積、改変率等を算出します。 
 
 動物相の予測は、改変区域の植生、地形等の
状況及び動物相の特性から、特定の種群が著し
く減少するか等、動物相全体としての変化の可
能性を定性的に記述します。 
 
 生態系の予測は、環境単位の改変の状況や指
標種への影響を予測することにより行います。 
 構造については、環境単位の直接的影響によ
る消失、減少等を予測します。 
 相互関係については、指標種による重点的な
予測を行います。 
 直接的改変及び水環境の変化等間接的な環
境条件の変化により、指標種その他の生物種に
おける関係性の変化、指標種の生息・生育を規
定する環境条件の変化等について定性的に予
測します。 
 猛禽類等の上位種から食物連鎖に着目し、定
性的に予測します。 
 
②間接的影響 
 類似例又は経験則等により予測します。 
 影響要因毎に騒音、水質、水象、地形、植物、
動物等他の環境要素の予測結果を踏まえ、想定
される環境条件の変化等を明らかにします。 
 予測条件及び調査結果を考慮し、類似事例や
学識経験者の意見等を参考にして予測を行い
ます。 

 現況調査結果、予
測結果及び環境に
対する影響緩和の
考え方を踏まえ、次
の観点から見解を
明らかにします。 
 
①ミティゲーショ
ンの観点 
 事業計画、施設等
の配置計画、工法
等、主に生態系への
影響に係る複数の
案を比較し、生態系
への影響の緩和の
程度を検討します。 
 
②環境基準等との
整合の観点 
・県環境基本計画等 
（自然環境保全の
目標、方針等） 
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表 ３ .２ .１ （ ２ ７ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  

調査  
調査の内容 調査の方法 調査地域及び地点 

【景観資源・構
成要素】 
①景観資源 
 
②構成要素 

 既存資料又は聞き取り調査を基に、事業実施による景
観の変化についての予測を行うための現状把握と「主要
な景観」の調査、予測・評価等を行うにあたって必要な
地域の景観の概要を把握します。調査方法は下記の2つに
分けて行います。 
 
①景観資源 
 地形図その他の既存資料等から、地域の景観概要を把
握します。 
 
②構成要素 
 把握した地域の景観概要について、地形・地質や植生
等の他の環境要素の調査結果により、地域の景観がどの
ようなものから構成されており、どのような特性を持っ
ているかを把握します。 

景
観
（
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
） 

【主要な景観】 
①主要な景観資
源 
 
②主要な眺望
点・眺望景観 

 景観資源及び構成要素の結果から、地域の景観を保全
する上で重要な、主要な景観資源の範囲、重要度、特に
影響を検討する眺望景観について抽出し、特性を把握し
ます。調査方法は下記の2つに分けて行います。 
 
①主要な景観資源 
 既存資料又は聞き取り調査結果等を基に、主要な景観
資源を抽出します。また、必要に応じて現地調査を実施
します。 
 抽出した資源について、範囲、規模、周囲からの見え
方について現地調査を実施し、適宜写真撮影等を行いま
す。 
 
②主要な眺望点・眺望景観 
 既存資料又は聞き取り調査結果等を基に、主要な眺望
点を抽出します。また、必要に応じて現地調査を実施し
ます。 
 抽出された眺望点から特に影響を検討する必要がある
眺望景観について抽出し、特性を把握します。また、視
点の特性把握や景観の変化について予測するために、写
真撮影等を行います。 
 

①調査地域 
 調査地域は、認知限界距
離の観点から、実施区域片
側3km両側6kmの範囲内を
基本とし、地形や視点場の
状況に応じて設定します。 
 
②調査地点 
 調査地点は、地形及び植
生等を考慮し、既存資料等
又は聞き取り調査結果を参
考に、歴史的・文化的背景
も勘案した上で、調査地域
を適切に把握できるよう設
定します。 
 主要な景観資源は、山
地・火山、河川・湖沼等の
自然的要素と社寺、遺跡・
史跡、歴史的建築物等の文
化的要素を対象とします。 
 主要な眺望景観の視点と
しては、展望地（展望台、
山頂等）、活動の場（散策
路等）、動線（登山道等）
等の来訪者の利用による視
点と公共施設（学校、公民
館等）、居住地（市街地等）、
動線（街路等）等の地域住
民の利用による視点があり
ます。 
 
 なお、対象事業実施区域
及びその周辺では、主要な
景観資源として「断崖・岩
壁（八重河内西山）」が、
主要な眺望点として「青崩
峠」「集落」が存在し、存
在・供用による「主要な眺
望景観」への影響が懸念さ
れます。 
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表 ３ .２ .１ （ ２ ８ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  

調査 予測 評価  
調査期間等 予測の内容 予測の方法 評価の方法 

景
観
（
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
） 

①基本調査期間 
 年間を通じた状況が
把握できるように、基本
的には四季について設
定します。 
 
②景観資源及び構成要
素の調査 
 文献及び聞き取り調
査において最も代表的
と思われる時期の1回の
調査とします。 
 
③主要な景観資源の調
査 
 4季を基本として調査
を実施します。 
 
④主要な眺望景観の調
査 
 4季を基本とします
が、冬季に利用の可能性
がない等、利用状況によ
って適宜変更します。 
 
 
 

 直接的・間接的影響に
よる以下の項目に対す
る変化の程度又は消滅
の有無を予測します。 
・景観資源及び構成要素 
・主要な景観 
 
①予測地域及び予測地
点 
 予測地域及び地点は、
調査地域及び地点と同
様とします。 
 
②予測対象時期等 
 予測時期は、供用後の
適切な時期とします。 
 

 直接的・間接的影響による
変化の程度又は消滅の有無
について、工事実施時、供用
時について予測します。 
 
①直接的影響 
 事業計画により改変区域
図を作成し、主要な景観資源
図、主要な眺望点からの視野
範囲図等と重ね合わせ、図上
解析することにより、改変の
位置、面積や延長等を予測し
ます。 
 景観及び眺望の変化につ
いては、コンピュータ・グラ
フィックス数値地形モデル
法又はフォトモンタージュ
法等により予測します。 
 
②間接的影響 
 間接的影響は、類似例又は
経験則等により予測します。 
 

 現況調査結果、予測
結果及び環境に対す
る影響緩和の考え方
を踏まえ、次の観点か
ら見解を明らかにし
ます。 
 
①ミティゲーション
の観点 
 環境影響評価の項
目毎に、回避、最小化、
修正、低減に係る保全
対策を盛り込んだ複
数案について、ミティ
ゲーションが図られ
ているかどうかを判
断します。 
 
②環境基準等との整
合の観点 
・郷土環境保全地域 
・その他科学的知見 
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［触れ合い活動の場］ 

表 ３ .１ .１ （ ２ ９ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  
調査  

調査の内容 調査の方法 調査地域及び地点 
触
れ
合
い
活
動
の
場
（
工
事
に
よ
る
影
響
及
び
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
） 

①触れ合い活動の分布 
・分布状況 
 
②主要な触れ合い活動
の場 
・利用状況 
・資源状況、周辺環境
の状況 

・アクセスの状況 
 

①触れ合い活動の分布 
 既存資料又は聞き取り調査結果を参考
に、触れ合い活動の可能性のある場所につ
いて現地調査を実施し、実際に触れ合い活
動として利用されている範囲を把握しま
す。 
 その結果を触れ合い活動の場所位置図、
現況写真、一覧表を整理します。 
 
②主要な触れ合い活動の場 
 触れ合い活動の場の調査結果を基に、主
要な触れ合い活動の場を確定、現地調査に
より状況を把握します。調査方法は下記の3
つに分かれます。 
 
・利用状況 
 主要な触れ合い活動の場の利用時期、利
用者数、利用内容等を利用者への聞き取り
調査等により行います。また、利用者とは
別に、地域住民が当該地域をどの様に認識
しているか、過去を含めてどの様な関わり
をもってきたか等について、聞き取り調査
等により行います。 
 
・資源状況、周辺環境の状況 
 地形・地質、植物、動物等の調査結果及
び現地調査等により、触れ合い活動に利用
されている場の資源の内容特性等を把握し
ます。 
 
・アクセスの状況 
 現地調査、利用者への聞き取り等により、
触れ合い活動の場への主なアクセスのルー
ト等を把握します。 

①調査地域 
 影響を受ける触れ合い活動の場
やそのアクセス等を含む地域とし
ます。 
 
②調査地点 
 事業により触れ合い活動の場へ
の利用状況及び資源状況、周辺環
境の状況、アクセスの状況等に影
響を与える場とします。 
 触れ合い活動の場で対象とする
活動としては、観察・採集活動（自
然観察、魚釣り等）、鑑賞活動（花
見、紅葉等）、遊び・体験（木登
り、川遊び等）、歩行活動（登山、
ハイキング等）、キャンプ・ピク
ニック（キャンプ、芋煮会等）、
野外スポーツ（カヌー、山スキー
等）、休養・休息（温泉浴、夕涼
み等）等の自然と触れ合う活動の
場と、信仰・精神性（信仰の対象
となっている自然、伝説・言い伝
え等）、祭り・行事（伝統的行事
等）等の生活・文化との関わりの
深い場、利用対象種（地域の生活
や産業で利用されている種の分布
地等）等の生活・文化との関わり
の深い種等を対象とします。 
 
なお、対象事業実施区域周辺に

は「遊歩道（青崩峠～ヒョー越
峠）」、「熊伏山登山道」、「塩
の道」が存在し、存在・供用によ
るアクセス性に対する影響が懸念
されます。 
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［触れ合い活動の場］ 

表 ３ .２ .１ （ ３ ０ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  
調査 予測 評価  

調査期間等 予測の内容 予測の方法 評価の方法 
触
れ
合
い
活
動
の
場
（
工
事
に
よ
る
影
響
及
び
存
在
・
供
用
に
よ
る
影
響
） 

 調査は、4季を基本
としますが、活動内容
の利用状況（利用時
期、時間帯）を踏まえ、
それらが適切に把握
できる期間、時期及び
時間帯を選定します。 
 
例： 
（キャンプ場や遊歩
道等は、観光客の利用
が多いと想定される
夏季等） 
（花の名所は、花が咲
く春季、秋季） 
（紅葉の名所は、秋
季） 等 
 
 

 直接的・間接的影響に
よる以下の項目に対す
る変化の程度又は消滅
の有無を予測します。 
・分布 
・主要な触れ合い活動の

場 
 
①予測地域及び予測地
点 
 予測地域及び地点は、
調査地域及び地点と同
様とします。 
 
②予測対象時期等 
 予測時期は、工事中及
び供用後の適切な時期
とします。 
 

 直接的・間接的影響による
変化の程度又は消滅の有無に
ついて、工事実施時、供用時
について予測します。 
 
①直接的影響 
 事業計画により改変区域図
を作成し、主要な触れ合い活
動の場図等と重ね合わせ、図
上解析することにより、改変
の位置、面積や延長等を予測
します。 
 
②間接的影響 
 主要な触れ合い活動の場の
利用性の支障の有無、支障が
生じる箇所等を予測します。
また、利用者数が設定されて
いる施設については利用施設
と利用可能な人数の変化を予
測します。 
 近傍の既存道路における改
変の状況により、主要な触れ
合い活動の場への到着時間・
距離の変化について予測しま
す。 
 
 

 現況調査結果、予測
結果及び環境に対す
る影響緩和の考え方
を踏まえ、次の観点か
ら見解を明らかにし
ます。 
 
①ミティゲーション
の観点 
 環境影響評価の項
目毎に、回避、最小化、
修正、代償に係る保全
対策を盛り込んだ複
数案について、ミティ
ゲーションが図られ
ているかどうかを判
断します。 
 
②環境基準等との整
合の観点 
・レクリエーション資
源 
・開発の基準等 
・その他科学的知見 
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［廃棄物等］ 

表 ３ .２ .１ （ ３ １ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  

調査  
調査の内容 調査の方法 調査地域及び地点 

廃
棄
物
等
（
工
事
に
よ
る
影
響
） 

 予測・評価に必要な情報は、
事業特性及び地域特性の情報
により得られることから、新た
な調査は実施しません。 
 
 残土運搬車両の運行に伴う
大気、騒音、振動に係る調査、
予測の手法は、大気、騒音、振
動の各々の項目に記載してあ
ります。 
 
 残土中に含まれる有害物質
の有無については、河川の底質
調査を行い、推定します。 
 
 なお、残土処理場に係る環境
影響については、事業の計画が
具体化した後に、残土処理場を
新たに設置する場合には、必要
に応じて調査・予測を行い、対
策を検討します。 
 

 新たな調査は実施しま
せん。 

 新たな調査は実施しません。 
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［廃棄物等］ 

表 ３ .２ .１ （ ３ ２ ） 調 査 項 目 及 び 調 査 ・ 予 測 手 法 一 覧  

調査 予測 評価  
調査期間等 予測の内容 予測の方法 評価の方法 

廃
棄
物
等
（
工
事
に
よ
る
影
響
） 

 新たな調査
は実施しませ
ん。 

・廃棄物等の概略
発生状況 

・リサイクル等の
状況 

・減量化等の状況 
 

①廃棄物等の概略発生状況 
 事業特性及び地域特性の情報を基に、
建設工事に伴う廃棄物等の種類毎の発
生状況を予測します。 
 概略の発生状況は可能な限り定量的
に予測することとし、困難な場合は定性
的に予測を行います。 
 
②リサイクル等の状況 
 既存の知見及び地域特性の把握で得
られる建設工事に伴う廃棄物等に係る
再利用・処分、施設の情報に基づいて、
実行可能な再利用の方策を検討します。 
 
③減量化等の状況 
 既存の知見及び地域特性の把握で得
られる建設工事に伴う廃棄物等に係る
減量化の情報に基づいて、実行可能な再
利用の方策を検討します。 

 調査及び予測の結果並
びに環境保全措置を行っ
た場合においてはその結
果を踏まえ、廃棄物等の
発生に伴う影響が、実行
可能な範囲内で行う環境
保全措置による回避又は
低減の程度について評価
します。 
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